
オリジナル婚姻届で、より特別な思い出に

　市では、ご結婚されるお二人の末永い幸せを祈念し、婚姻届の提出が人生の特別な思い出となるよう、オリ
ジナル婚姻届を作成しました。新たな生活のスタートを支援する冊子「婚姻手続き早わかり BOOK」とともに
配布しています。

〇田辺市オリジナル婚姻届（A3 サイズ）
　春を知らせる市の花である「梅」と、市の鳥である仲睦まじい番

つがい

の「めじろ」をあしらったデザインです。
※従来の定型の婚姻届も引き続き取り扱います。

〇婚姻手続き早わかり BOOK（A4 サイズ）
　婚姻届の書き方や、よくあるご質問、婚姻後の手続きチェックリス
トなどを掲載しています。
　表紙は熊野古道で撮影されたもので、太陽はこれから二人が向かう
未来の光を、石畳の道はこれからの二人が歩んでいく道を表現してい
ます。

■配布場所　◇下記又は各行政局住民福祉課
　　　　　　◇宿直室（土・日・祝日及び夜間）

■配布部数　1,000 冊（なくなり次第終了します。）

〇オリジナル婚姻届記念証（A5 サイズ）
　婚姻届は提出すると手元に残らないため、下記又は各行政局住民福
祉課へ婚姻届を提出された際、希望者にはオリジナル婚姻届記念証を
お渡しします。

       ■問合せ　市民課窓口係・記録係（本庁舎 2 階）　☎ 0739-26-9923

あなたと市政をつなぐ情報紙
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紙面で使用するマーク等の説明

■…日付・期間　
■…時間
■…休館日　
■…場所　
■…集合
■…内容　
■…対象・参加資格等

■…定員　
■…料金・費用　
■…持ち物　
■…申込み・申請方法
■…問合せ
[消印]…消印有効　
[先着]…先着順

◇㊗マークには、振替休日等も含みます。
◇料金や申込み方法の記載のないものは、不要です。
◇市役所の開庁時間（申込み・問合せ等の受付を含
む。）は、㊗を除く㊊～㊎の 8時 30 分～ 17 時 15 分
です。毎週㊍は、市民課・保険課・税務課の一部窓
口を 19 時まで延長しています。

今月の表紙写真

広報田辺　平成 30年 7月号・目次

02 目次・特集「見直そう空き家、見守ろう
空き家」

08 トップニュース
市政功労者・善行者表彰式典を行いました／
後期高齢者医療保険料のお知らせ　ほか

30 みんなの彩時記
ゴールを目指し過酷なコースを力走！／淡い
光が飛び交う幻想的な夜……♪　ほか

16 情報ボックス
速歩き健康塾を開催します／和歌山県在宅育
児支援事業給付金を支給します　ほか

26 みんなの広場

24 相談日程等

　今月の表紙は、空き家
管理サービスを開始する
LLP『たなばん』の 3 名
です。実際に空き家へ行
き、取組について話を聞
いてきました。

　
皆
さ
ん
は
、
雑
草
が
生
い
茂
り
管
理
が
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
り
、
倒
壊
の
お
そ
れ
が
あ
る
よ
う
な

家
を
見
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
和
歌
山
県
の

空
き
家
件
数
は
、
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

田
辺
市
に
も
多
く
の
空
き
家
が
あ
り
、
空
き
家
が

も
た
ら
す
多
く
の
問
題
も
生
じ
て
い
ま
す
。

　

今
月
号
で
は
、
空
き
家
に
つ
い
て
の
理
解
を
深

め
る
と
と
も
に
、
管
理
方
法
や
市
の
取
組
な
ど
を

紹
介
し
て
い
ま
す
。

☆
建
築
課 

建
築
係（
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
1
階
）

　

０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
３
５

　

kenchiku@
city.tanabe.lg.jp

　

http://w
w

w
.city.tanabe.lg.jp/kenchiku/

index.htm
l不審者侵入のおそれ

◆多数の窓ガラスが割れている
◆窓や扉が開いている
◆外壁などが落書き等で、外見上
大きく傷んだり汚れている
◆放火犯に狙われる

空き家が生む問題

近隣・通行人へ倒壊のおそれ

◆屋根や外壁が破損して飛散
◆建物や塀が傾いて倒れる
◆基礎や土台に亀裂、ひび割れが入っていて崩れる

不衛生、生活環境の悪化

◆敷地内にごみ等が散乱・山積み
◆多数のネズミ・ハエ・蚊・ゴキブリ等が発生
◆動物の住みかになる
◆動物の死体・ふん尿その他の汚物が放置
◆窓や網戸が外れている
◆立木の枝などが道路等にはみ出し、通行者を妨害
◆敷地内に雑草が繁茂

損
害
賠
償
に
発
展
す
る
と

◇
事
例
紹
介

①
シ
ロ
ア
リ
等
に
よ
る
隣
家
被
害

　
空
き
家
に
発
生
し
た
シ
ロ
ア
リ
等
に
よ
り
、

隣
家
に
被
害
を
も
た
ら
し
た
場
合
、
25
万
円
程

度
の
損
害
賠
償
額
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

②
外
壁
落
下
に
よ
る
通
行
人
の
死
亡

　
劣
化
し
た
瓦
が
落
下
し
、
通
行
人
に
当
た
っ

て
死
亡
し
た
場
合
、
５
千
万
円
以
上
の
損
害
賠

償
額
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

③
倒
壊
に
よ
る
隣
家
被
害
・
隣
人
の
死
亡

　
空
き
家
が
倒
壊
し
た
こ
と
で
隣
接
し
た
家
屋

が
全
壊
し
、
住
ん
で
い
た
夫
婦
と
子
供
が
死
亡

し
た
場
合
、
2
億
円
以
上
の
損
害
賠
償
額
に
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

空
き
家
を
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
く
と

◇
特
措
法
（
5
ペ
ー
ジ
参
照
）
に
基
づ
き
、
行

政
に
よ
る
指
導
等
の
対
象
と
な
り
、
勧
告
さ
れ

た
場
合
、
固
定
資
産
税
等
の
税
負
担
が
増
加
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◇
維
持
管
理
費
・
改
修
費
用
が
増
加
し
ま
す
。

◇
空
き
家
の
管
理
不
全
が
原
因
と
な
っ
て
、
隣

家
が
壊
れ
た
り
、
近
隣
住
民
等
が
け
が
を
し
た

場
合
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
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空き家とはどういう状態を指すのか

　
一
言
に
空
き
家
と
言
っ
て
も
、
様
々
な
状

態
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
一
年
以
上
使
用
し

て
い
な
く
て
も
適
正
に
管
理
を
す
れ
ば
活
用

で
き
る
も
の
、
し
ば
ら
く
放
置
を
し
て
い
て

崩
れ
た
り
し
て
周
囲
に
悪
影
響
を
も
た
ら
す

も
の
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
特
に
、「
特
定
空

家
等
」
と
判
断
さ
れ
、
危
険
性
が
高
い
も
の

は
早
急
に
解
体
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

危険な空き家に対する取組

あ
な
た
が
空
き
家
所
有
者
に
な
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す

近
隣
か
ら
の
相
談
・

情
報
提
供

現
地
調
査
・

所
有
者
等
の
調
査

助
言
又
は
指
導

代
執
行

勧
告

※
固
定
資
産
税
等
に
係
る
住

宅
用
地
の
特
例
解
除

命
令

※
命
令
に
違
反
し
た
場
合

50
万
円
以
下
の
過
料

空
き
家
跡
地
の
買
取
り
制
度
に
つ
い
て

　

市
で
は
、
特
措
法
に
基
づ
く
措
置
（
上
記

参
照
）
だ
け
で
は
な
く
、
隣
接
住
民
の
方
等

に
買
い
取
っ
て
も
ら
え
な
い
か
働
き
か
け
て

い
ま
す
。
空
き
家
所
有
者
に
は
、
市
の
補
助

金
に
よ
る
負
担
軽
減
等
を
説
明
し
、
隣
接
住

民
等
に
は
倒
壊
の
不
安
解
消
な
ど
を
理
解
い

た
だ
く
な
ど
、両
者
の
間
を
つ
な
い
で
い
ま
す
。

マッチングにより買い取った方は……

倒壊の心配があって困っていました
が、 安く買えたので良かったです。
これからはこのスペースでガーデニン
グを楽しもうと思います。

（ 上秋津　F さん）

がれきや虫 ・ 草など、 様々な問題
で悩んでいましたが、 迅速に対応し
てもらえたためうれしかったです。 現
在は駐車場として活用しています。（ 新庄町　H さん）

▲空き家の隣人

◇
一
人
暮
ら
し
を
し
て
い
た
親
が
亡
く
な

り
、
実
家
を
相
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

◇
両
親
が
高
齢
と
な
り
、
息
子
夫
婦
と
同
居

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

◇
一
軒
家
で
の
生
活
が
大
変
に
な
っ
て
き
た

の
で
、
街
な
か
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
引
っ
越
す

倒
壊
、
虫
、
雑
草
、

動
物
の
住
み
か
…
…

周
辺
に
迷
惑
を

掛
け
て
い
ま
す
よ

利
用
し
な
い
、
解
体
費
用

の
負
担
困
難
…
…

跡
地
を
売
却

し
ま
せ
ん
か
？

買
い
取
り

ま
せ
ん
か
？

ほ
ぼ
自
己
負
担

な
し
で
解
体

安
価
で
取
得

民
間
同
士
で

契
約
し
ま
す

空
き
家
問
題
が
解
決
し
、

地
域
の
安
心
安
全
が

確
保
さ
れ
ま
す

■
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関

す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
く

措
置

　
特
定
空
家
等
と
判
断
さ
れ

る
と
、
状
態
の
改
善
が
求
め

ら
れ
ま
す
。

マッチング

！
！

▲市の担当者▲空き家所有者

こ
と
に
し
た
が
、
将
来
、
子
供
た
ち
が
住
む

予
定
な
の
で
、
そ
れ
ま
で
管
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

◇
一
人
暮
ら
し
を
し
て
い
た
高
齢
の
親
が
施

設
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。

◇
転
勤
に
な
り
、
家
族
で
引
っ
越
す
こ
と
に

な
っ
た
が
、
い
ず
れ
戻
っ
て
く
る
の
で
売
却

は
で
き
な
い
。　

等

　

こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
空
き
家
所
有
者
と
な
っ

た
も
の
の
、
管
理
を
怠
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ

り
、
空
き
家
問
題
が
発
生
し
て
し
ま
い
ま
す
。

ま
た
、
き
ち
ん
と
相
続
を
し
て
お
ら
ず
、
所
有

者
不
明
の
た
め
責
任
感
が
薄
れ
て
空
き
家
問

題
へ
発
展
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

■住宅総数・空き家総数・空き家率
（平成 25年住宅・土地統計調査より）

住宅総数
（A）

空き家総数
（B）

空き家率
（B/A)

全国 6063.1万戸 819.6 万戸 13.5％
和歌山県 47.6 万戸 8.6 万戸 18.1%
田辺市 3.8 万戸 0.7 万戸 18.9%

▲空き家の概念図

　　
　現空き家

解体
等お願い段階

特定空家等

空
き
家
数
・
率
に
つ
い
て

　

和
歌
山
県
の
空
き
家
率
は
年
々
上
昇
し
、

平
成
25
年
の
調
査
で
は
全
国
平
均
を
上
回
っ

て
い
ま
す
。（
下
表

参
照
）
市
は
、
そ

れ
を
さ
ら
に
上
回

り
、
お
よ
そ
5
件

に
1
件
の
割
合
で

空
き
家
で
あ
る
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。

　

空
き
家
問
題
は

ひ
と
事
で
は
な

く
、
身
近
な
問
題

な
の
で
す
。

助言・指導

①②

③④⑤

⑥

空き
家等（一年以上未活用）

困
っ
て
い
る
…
…
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田辺市不良空家等
除去補助金につい

て

　倒壊等の恐れの
ある危険な建物を

解体する所有者等
に対する補助金制

度です。

□補助金額
空き家の除却費用

の 3分の 2（上限
50万円）

※除却費用には動
産の移転及び処分

費用等を除きます
。

□申請できる方

◇空き家所有者

◇空き家所有者の
相続人又は空き家

所有者の同意が得
られている場合の

土地所有者

□注意事項
◇平成 30年度は

10件を予定。必ず
、平成 31年 2月

末までに工事を終
了してください。

◇市税等の滞納が
ある場合は申請で

きません。

◇建物に共有の他
の所有者等がいる

場合、その方の同
意を必要とします

。

※補助金の詳しい
申請方法や対象建

物などについては
お問い合わせくだ

さい。

【解体工事業者の紹
介】

　空き家等の解体
工事などを検討

されている方に、
解体工事業者の

紹介を行っていま
す。見積りや相

談などお気軽にご
連絡ください。

　登録事業者につ
いては、建築課

のホームページへ
掲載しています。

【空き家実態調査を行います】
　7 月～ 9 月に現地調査を予定
しています。また、現地調査で
判明した空き家所有者を対象に、
空き家の発生原因や今後の方向
性（活用・維持・撤去等）の意
思確認のアンケート調査も実施
します。
　ご協力よろしくお願いします。

空
き
家
問
題
、

一
緒
に
考
え
て
い
き
ま
せ
ん
か
？

　
皆
さ
ん
の
自
宅
の
隣
に
は
、
周
辺
に
迷
惑

を
掛
け
て
い
る
空
き
家
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？ 

空
き
家
は
、
動
物
が
住
み
か
と
し
た
り
、
庭

の
草
木
が
繁
茂
し
て
虫
が
湧
い
た
り
な
ど
、

周
辺
に
住
む
方
は
本
当
に
困
り
ま
す
よ
ね
。

　

一
方
で
、
空
き
家
の
所
有
者
も
好
き
で
空

き
家
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
相
続
人
が

遠
方
で
あ
っ
た
り
、
経
済
的
な
問
題
か
ら
放

置
し
て
い
た
り
、
様
々
な
理
由
で
困
っ
て
い

る
の
で
す
。

　

市
は
、
お
願
い
文
や
指
導
文
を
送
っ
て
い

ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
空
き
家
問
題
の
解

決
に
は
至
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
所
有
者

に
適
し
た
対
応
策
を
、
じ
っ
く
り
話
し
合
い

な
が
ら
支
援
す
る
こ
と
を
心
掛
け
て
い
ま
す
。

　

空
き
家
等
対
策
の
特
別
措
置
法
が
で
き
て

約
3
年
。
活
用
・
管
理
・
撤
去
と
様
々
な
解

決
方
法
も
見
い
だ
さ
れ
、
そ
の
体
制
も
徐
々
に

整
っ
て
き
ま
し
た
。
す
で
に
空
き
家
を
お
持
ち

の
方
だ
け
で
は
な
く
、
近
い
将
来
に
相
続
等
で

所
有
者
に
な
る
方
も
含
め
て
、
ま
ず
は
お
気

軽
に
ご
相
談
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

建築課 建築係
濵本 栄二

空き家の状態に適した対応を

①
管
理

　

人
が
住
ま
な
い
住
宅
は
早
く
傷
み
ま
す
。

近
隣
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
た
め
に
も
き
ち
ん

と
管
理
し
ま
し
ょ
う
。
所
有
者
自
身
で
で
き

る
管
理
方
法
を
下
表
に
ま
と
め
て
い
ま
す
の

で
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

③
解
体

　

流
通
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
空
き
家
は
除

却
し
、跡
地
活
用
を
考
え
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

空
き
家
を
相
続
し
て
、
早
期
に
対
処
し
た
場

合
に
は
、
税
制
優
遇
が
あ
り
ま
す
。

②
流
通
（
活
用
）

　

使
え
る
空
き
家
は
ど
ん
ど
ん
流
通
さ
せ
ま

し
ょ
う
。
空
き
家
を
流
通
さ
せ
る
に
は
様
々

な
方
法
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

空
き
家
管
理
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
！

　

今
年
の
6
月
か
ら
、
右
表
の
よ
う
な
管
理

を
所
有
者
の
代
わ
り
に
行
う
サ
ー
ビ
ス
を
始

め
た
L
L
P
『
た
な
ば
ん
』。
き
っ
か
け
は
、

市
で
開
催
し
て
い
る『
た
な
べ
未
来
創
造
塾
』

に
参
加
し
た
こ
と
で
、
増
え
続
け
る
空
き
家

問
題
を
解
決
し
よ
う
と
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

サ
ー
ビ
ス
の
対
象
は
、
基
本
的
に
遠
方
に
お

住
ま
い
の
空
き
家
所
有
者
で
す
が
、
ま
ず
は

市
内
の
方
に
も
知
っ
て
い
た
だ
き
、
空
き
家

所
有
者
が
帰
省
の
際
な
ど
に
サ
ー
ビ
ス
の
紹

介
を
し
て
も
ら
え
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。

メ
ン
バ
ー
の
田
中
さ
ん
は
「
私
た
ち
の
特
徴

は
、
専
門
分
野
の
業
種
が
そ
ろ
っ
て
い
る
の

で
、
す
ぐ
に
対
応
で
き
る
こ
と
で
す
。
少
し

で
も
活
用
し
て
も
ら
っ
て
、
地
域
の
活
性
化

に
つ
な
が
れ
ば
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

LLP『たなばん』（☎ 080-1442-3242）
【写真左から】
小林 徹さん（司法書士）、田中 弘志さん（土地家屋調査士）、
中島 一誠さん（美装業者）

作
業
項
目

内
部

□
通
風
・
換
気
（
60
分
程
度
）

□
通
水
（
3
分
程
度
）

□
清
掃

外
部

□
郵
便
物
整
理

□
敷
地
内
清
掃

□
草
取
り
・
庭
木
の
剪
定

点
検

□
雨
漏
り
の
有
無

□
建
物
の
傷
み

□
設
備
の
傷
み

生
ま
れ
変
わ
っ
た
空
き
家
♪

　

駅
前
の
空
き
家
を
昨
年
5
月
に
ゲ
ス

ト
ハ
ウ
ス
と
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
、
12
月
に

は
カ
フ
ェ
バ
ー
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
ら

せ
た
L
L
P
『
タ
モ
リ
舎
』。
1
年
間
で

約
1
5
0
0
名
の
宿
泊
客
（
う
ち
7
割

が
外
国
人
）
が
来
て
く
れ
た
そ
う
で
す
。

代
表
の
中
村
さ
ん
は
「
今
後
、
も
っ
と

皆
さ
ん
の
憩
い
の
場
に
な
る
よ
う
に
し

て
い
き
た
い
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

LLP『タモリ舎』
代表

中村 文雄さん
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市政功労者・善行者表彰式典を行いました

問合せ　秘書課 秘書係（☎ 0739-26-9910）
　

５
月
29
日
㊋
、市
役
所
で「
市

政
功
労
者
・
善
行
者
表
彰
式
典
」

を
行
い
ま
し
た
。
真
砂
市
長
か

ら
、
市
政
功
労
者
表
彰
と
し
て

市
政
の
各
分
野
に
お
い
て
功
績

が
顕
著
な
方
々
に
表
彰
状
、
ま

た
、
善
行
者
表
彰
と
し
て
多
額

の
金
品
を
ご
寄
附
い
た
だ
い
た

方
々
に
感
謝
状
を
お
贈
り
し
ま

し
た
。

　

田
辺
市
表
彰
規
則
で
は
、
①

地
方
自
治
の
育
成
発
展（
自
治
）、

②
社
会
福
祉
の
増
進
又
は
保
健

若
し
く
は
環
境
衛
生
の
向
上（
民

生
）、
③
産
業
又
は
経
済
の
振
興

発
展
（
産
業
）、
④
教
育
、
文
化

等
の
振
興
（
教
育
）、
⑤
災
害
、

犯
罪
等
社
会
的
不
安
の
防
止
・

除
去
（
治
安
）
の
5
部
門
か
ら

成
る
「
功
労
表
彰
」
と
、
市
民

の
模
範
と
な
る
よ
う
な
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
を
長
期
に
わ
た
り

続
け
て
お
ら
れ
る
方
（
善
行
）

や
市
の
公
益
の
た
め
に
多
額
の

ご
寄
附
を
い
た
だ
い
た
方
（
寄

附
）に
お
贈
り
す
る「
善
行
表
彰
」

の
ほ
か
、「
一
般
表
彰
」
の
3
種

類
の
表
彰
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
表
彰
さ
れ
た
方
々
は
、

下
記
の
と
お
り
で
す
。（
敬
称

略
）

■
市
政
功
労
者
表
彰

◇
自
治
功
労　

福
田 

安
雄
、

山
口 

進
、
土
口

田 

克
已
、
宮
本 

正
信
、
松
下 

泰
子

◇
民
生
功
労　

幡
山 

久
男
、

西 

裕
子
、
山
添 

公
平
、
竹
中 

幸
一
、
髙
田 

英
雄

◇
産
業
功
労　

坂
本 

一
馬
、

中
村 

洋
子
、
矢
敷 

勇
氣
男
、

丸
屋 

弘
吉
、
玉
置 

伸
、
中
山 

敏
久
、
杉
若 

陽
一

◇
教
育
功
労　

田
川 

和
美
、

北
山 

和
民

■
善
行
者
表
彰

◇
寄
附　

糸
川 

禎
彦
、
潮 

隆

雄
、
久
保
田 

繁
雄
、
下
口 

英

子
、
西
村 

良
壽
、
紀
伊
田
辺

ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
、
宗
教
法

人
高
山
寺
、
一
般
財
団
法
人
新

庄
愛
郷
会
、
田
辺
ラ
イ
オ
ン
ズ

ク
ラ
ブ
、
中
田
食
品
株
式
会

社
、
南
新
産
業
株
式
会
社
、
株

式
会
社
山
長
商
店
、
株
式
会
社

ワ
イ
エ
ス
イ
ー
、
有
限
会
社

Ｓサ

ナ

ア

Ａ
Ｎ
Ａ
Ａ
事
務
所

田辺市新庁舎整備基本計画（素案）について
皆さんのご意見をお聞かせください

問合せ　新庁舎整備室 計画係（☎ 0739-34-3336）
　

新
庁
舎
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
平

成
29
年
８
月
に
東
山
の
商
業
施
設
所

有
者
で
あ
る
株
式
会
社
オ
ー
ク
ワ
と

「
新
庁
舎
整
備
に
関
す
る
基
本
協
定
」

を
締
結
し
、「
田
辺
市
新
庁
舎
整
備
基

本
計
画
」
の
策
定
に
着
手
し
ま
し
た
。

　

基
本
計
画
策
定
に
当
た
り
、
ま
ち

づ
く
り
報
告
会
で
市
長
が
皆
さ
ん
に

庁
舎
整
備
の
考
え
方
を
説
明
す
る
ほ

か
、
市
民
意
見
募
集
及
び
市
民
ア
ン

ケ
ー
ト
・
市
民
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や

高
校
生
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催
等
、

新
庁
舎
整
備
に
係
る
市
民
の
皆
さ
ん

の
意
見
や
ア
イ
デ
ア
を
聴
取
し
、「
人

と
地
域
を
大
切
に
す
る
未
来
に
『
つ

な
ぐ
』
み
ん
な
の
庁
舎
」
を
基
本
理

念
と
す
る
新
庁
舎
整
備
基
本
計
画
の

素
案
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。
計
画（
素

案
）
は
、
備
付
け
場
所
又
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

■
意
見
募
集
期
間

7
月
2
日
㊊
〜
31
日
㊋

■
提
出
方
法　

所
定
の
様
式
（
備
付

け
場
所
に
設
置
）
に
、
住
所
・
氏
名
・

年
齢
等
を
ご
記
入
の
上
、
各
提
出
先

へ
直
接
お
持
ち
い
た
だ
く
か
、
郵
送

又
は
F
A
X
・
Ｅ
メ
ー
ル
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
ご
意
見
の
内
容
に

つ
い
て
は
、
そ
の
理
由
も
お
書
き
く

だ
さ
い
。
な
お
、
電
話
・
口
頭
で
の

受
付
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

■
意
見
を
提
出
で
き
る
方

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

◇
市
内
に
住
所
を
有
す
る
方

◇
市
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有

す
る
個
人
及
び
法
人
そ
の
他
の
団
体

◇
市
内
の
事
務
所
又
は
事
業
所
に
勤

務
す
る
方

◇
市
内
の
学
校
に
在
学
す
る
方

◇
右
記
に
掲
げ
る
方
の
ほ
か
、
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
に
係
る
事
案

に
利
害
関
係
を
有
す
る
個
人
及
び
法

人
そ
の
他
の
団
体

■
意
見
の
公
表　

お
寄
せ
い
た
だ
い
た

ご
意
見
等
の
概
要
及
び
こ
れ
に
対
す

る
市
の
考
え
方
に
つ
い
て
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
等
を
通
じ
て
公
表
し
ま
す
。た
だ
し
、

ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
方
に
市
の
考
え

方
を
個
別
に
お
示
し
す
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■
公
表
に
当
た
っ
て
の
個
人
情
報
の
取

り
扱
い　
「
田
辺
市
個
人
情
報
保
護
条

例
」
に
基
づ
き
、
個
人
情
報
の
取
扱
い

に
は
十
分
注
意
し
、
個
人
が
特
定
で
き

る
よ
う
な
内
容
は
掲
載
し
ま
せ
ん
。

■
備
付
け
場
所
・
提
出
先

◇
新
庁
舎
整
備
室
（
本
庁
舎
2
階
）

〒
６
４
６
―

８
５
４
５　

新
屋
敷
町
1

☆
０
７
３
９
（
２
２
）
５
３
１
０

☆chosha-seibi@
city.tanabe.lg.jp

☆http://w
w

w
.city.tanabe.

lg.jp/choshaseibi/index.htm
l

◇
各
行
政
局 

総
務
課

23
ペ
ー
ジ
参
照

、、

基本計画策定

まちづくり報告会
平成 29 年 10 月～平成 30 年 1 月

市民意見募集
平成 30 年 1 月～平成 30 年 2 月

市民アンケート
平成 30 年 1 月～平成 30 年 2 月

市民ワークショップ
平成 30 年 3 月～平成 30 年 5 月

高校生ワークショップ
平成 30 年 3 月

パブリックコメント
平成 30 年 7 月

高等学校等通学（下宿・寮）費を助成します

問合せ　下記参照

☆
次
の
全
て
を
満
た
す
保
護
者

の
方

◇
市
に
居
住
し
、
市
の
住
民
基

本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と

◇
扶
養
家
族
で
助
成
金
の
対
象

と
な
る
満
20
歳
以
下
の
高
校
生

等
の
通
学
費
又
は
下
宿
費
・
寮

費
を
月
額
１
万
２
０
０
０
円
以

上
（
寮
費
の
場
合
は
食
費
を
含

む
。）
負
担
し
て
い
る
こ
と

◇
御
坊
市
以
南
の
高
等
学
校
等

（
修
業
年
限
が
２
年
以
上
の
学

校
）
に
公
共
交
通
機
関
を
利
用

し
て
通
学
し
、
又
は
下
宿
（
入

寮
）
す
る
高
校
生
等
（
入
学
し

た
日
か
ら
３
年
以
内
）
の
保
護

者
で
あ
る
こ
と

◇
市
税
（
国
民
健
康
保
険
税
を

含
む
。）
を
完
納
し
て
い
る
こ
と

◇
保
護
者
の
年
間
所
得
が
、
基

準
金
額
以
下
で
あ
る
こ
と

※
基
準
額
に
つ
い
て
は
下
記
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
助
成
金
の
額

通
学
費
、
下
宿
（
寮
）
費
助
成

金
は
い
ず
れ
か
一
つ
し
か
受
給

で
き
ま
せ
ん
。

◇
通
学
費
助
成

月
額
交
通
費
×
３
分
の
１
（
月

額
１
万
円
・
年
間
10
か
月
分
を

限
度
）

◇
下
宿
費
・
寮
費
助
成

月
額
下
宿
費
又
は
寮
費
か
ら
食

費
相
当
分
を
除
い
た
額
×
３
分

の
１
（
月
額
５
０
０
０
円
・
年

間
10
か
月
分
を
限
度
）

☆
7
月
2
日
㊊
〜
30
日
㊊
に
左

記
へ
申
請
書
・
在
学
証
明
書
・

所
得
証
明
書
（
平
成
29
年
分
）・

市
税
完
納
証
明
書
を
直
接
お
持

ち
い
た
だ
く
か
、
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
。
申
請
書
及
び
下
宿（
入

寮
）
証
明
書
は
、
左
記
で
配
布

し
て
い
る
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

※
下
宿
（
寮
）
費
申
請
の
方
は
、

下
宿
（
入
寮
）
証
明
書
も
必
要

で
す
。
ま
た
、
所
得
証
明
書
・

市
税
完
納
証
明
書
は
、
保
護
者

の
人
数
分
必
要
で
す
。

☆
◇
教
育
総
務
課 

庶
務
係

〒
６
４
６
―

０
０
２
８

高
雄
一
丁
目
23
―

1

☎
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
４
１

☆http://w
w

w
.city.tanabe.

lg.jp/kyouiku/index.htm
l

◇
龍
神
教
育
事
務
所

☎
０
７
３
９
（
７
８
）
０
３
０
１

◇
中
辺
路
教
育
事
務
所

☎
０
７
３
９
（
６
４
）
０
５
０
４

◇
大
塔
教
育
事
務
所

☎
０
７
３
９
（
４
８
）
０
２
１
２

◇
本
宮
教
育
事
務
所

☎
０
７
３
５
（
４
２
）
１
１
６
４

基本計画策定

まちづくり報告会
平成 29 年 10 月～平成 30 年 1 月

市民意見募集
平成 30 年 1 月～平成 30 年 2 月

市民アンケート
平成 30 年 1 月～平成 30 年 2 月

市民ワークショップ
平成 30 年 3 月～平成 30 年 5 月

高校生ワークショップ
平成 30 年 3 月

パブリックコメント
平成 30 年 7 月
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第 32 回弁慶まつりの参加者を募集します

問合せ　下記参照

田辺扇ヶ浜海水浴場がオープンします

問合せ　観光振興課 地域観光係（☎ 0739-26-9929）

☆
◇
出
演
者

10
月
５
日
㊎
・
６
日
㊏
（
雨
天

翌
日
順
延
）
の
当
日
参
加
、
8

月
か
ら
の
芝
居
の
練
習
に
参
加

で
き
る
方

・
弁
慶
役　

身
長
１
７
５
㎝
以

上
、
満
18
歳
以
上
（
高
校
生
不

可
）
の
男
性
1
名
。
副
賞
賞
金

は
10
万
円
。

・
玉
虫
役　

満
18
歳
以
上
（
高

校
生
不
可
）
の
女
性
１
名
。
副

賞
賞
金
は
5
万
円
。

・
そ
の
他　

満
16
歳
以
上
の
方
。

た
だ
し
小
玉
虫
役
・
鬼
若
役
は

小
学
生
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

※
主
な
配
役
は
湛た
ん
ぞ
う増

（
弁
慶
の

父
）・
源
義
経
・
山
賊
・
家
臣
・

侍
女 

等  

※
演
劇
経
験
、
在
住
の
地
域
、

自
薦
・
他
薦
は
問
い
ま
せ
ん
。

◇
ス
タ
ッ
フ

　

当
日
参
加
、
事
前
の
準
備
作

業
、
打
合
せ
会
議
（
主
に
平
日

の
夜
）
に
参
加
で
き
る
方

☆
7
月
17
日
㊋
ま
で
に
住
所
・

氏
名
・
生
年
月
日
・
身
長
・
職

業
（
学
校
名
）、
電
話
番
号
を

明
記
の
上
、
下
記
へ
直
接
お
持

ち
い
た
だ
く
か
、
郵
送
又
は

☆
7
月
1
日
㊐
〜
8
月
31
日
㊎

■
設
備　

男
女
別
更
衣
室
・

ロ
ッ
カ
ー
・
ト
イ
レ
・
シ
ャ
ワ
ー

（
無
料
）・
温
水
シ
ャ
ワ
ー
（
３

分
間
１
０
０
円
）

■
駐
車
場　

約
４
０
０
台

※
最
初
の
１
時
間
は
無
料
。
以

降
１
時
間
ご
と
に
１
０
０
円

■
レ
ン
タ
ル
品（
有
料
）　

ビ
ー

チ
パ
ラ
ソ
ル
・
ラ
イ
フ
ジ
ャ

ケ
ッ
ト
・
浮
き
輪
・
ス
タ
ン
ド

ア
ッ
プ
パ
ド
ル　
　
　
　
　
　

■
海
の
家

◇
昼
の
部　

10
時
〜
17
時

◇
夜
の
部　

要
予
約

F
A
X
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

☆
弁
慶
ま
つ
り
実
行
委
員
会

（
田
辺
商
工
会
議
所
内
）

〒
６
４
６
―

０
０
３
３

新
屋
敷
町
1　

☎
０
７
３
９
（
２
２
）
５
０
６
４

☆
０
７
３
９
（
２
５
）
２
７
８
３

演
劇
弁
慶
伝
説　

出
演
者
＆

ス
タ
ッ
フ
大
募
集
！

弁
慶
ゲ
タ
踊
り
参
加
者
募

集
!

☆
10
月
６
日
㊏
（
雨
天
翌
日
順

延
）

☆
田
辺
大
通
り

☆
7
月
27
日
㊎
17
時
ま
で
に
左

記
へ
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

※
少
人
数
で
も
ご
参
加
い
た
だ

け
ま
す
が
、
団
体
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
個
人
で

参
加
を
ご
希
望
の
方
は
当
日
の

参
加
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

■
そ
の
他　

ど
な
た
で
も
参
加

で
き
る
練
習
会
は
9
月
下
旬
頃

に
開
催
予
定
で
す
。

☆
観
光
振
興
課 

地
域
観
光
係

☎
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
９

■主なイベント

開催日 イベント
7 月 21 日㊏、28 日㊏、29 日㊐、
8 月４日㊏、25 日㊏、26 日㊐

Sunset S
サ ッ プ

UP Y
ヨ ガ

OGA（要申込）

7 月 21 日㊏～ 8 月 19 日㊐
ビーチサイドドルフィン in 扇ヶ浜（イ
ルカふれあい事業）

7 月 22 日㊐ ビーチバレーボールフェスタ
8 月 11 日㊏㊗ 扇ヶ浜まつり
8 月 19 日㊐ ビーチサッカー大会

市内観光施設の指定管理者を募集します

問合せ　下記参照

■
指
定
管
理
開
始
時
期
（
管
理

運
営
開
始
時
期
）

平
成
31
年
4
月
1
日
〜

※
指
定
管
理
終
了
時
期
に
つ
い

て
は
、
募
集
要
項
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

■
現
地
説
明
会

　

開
催
日
時
に
つ
い
て
は
、
募

集
要
項
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
募
集
要
項
等
の
配
布

　

7
月
2
日
㊊
〜
31
日
㊋
に
下

記
又
は
各
行
政
局
産
業
建
設
課

（
23
ペ
ー
ジ
参
照
）
で
配
布
す

る
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
取
得
で
き
ま
す
。

■
指
定
申
請
書
等
の
受
付

　

7
月
9
日
㊊
〜
8
月
3
日
㊎

﹇
消
印
﹈
に
左
記
へ
直
接
お
持

ち
い
た
だ
く
か
郵
送
し
て
く
だ

さ
い
。

☆
観
光
振
興
課 

地
域
観
光
係

（
本
庁
舎
3
階
）

〒
６
４
６
―

８
５
４
５

新
屋
敷
町
1

☎
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
９

☆http://w
w

w
.city.tanabe.

lg.jp/kankou/index.htm
l

公募する施設名 所在地 備考

龍神

龍神ごまさんスカイタワー
（道の駅）

龍神村龍神
1020-6

林業開発センター深山荘 龍神村小又川
281

大塔

大塔青少年旅行村 下川下 1229-9
2 施設セット
での公募

富里温泉センター 下川下 982

ふるさとセンター大塔
（道の駅） 鮎川 1000

本宮
本宮渡瀬温泉センター 本宮町渡瀬

45-3 2 施設セット
での公募

本宮渡瀬緑の広場 本宮町渡瀬 101

■対象施設一覧

大塔合川ダムカヌー体験及び大塔地球元気村を開催します

問合せ　下記参照

☆
7
月
28
日
㊏
（
荒
天
中
止
）

☆
9
時
30
分
（
受
付
開
始
）
〜

15
時

☆
合
川
ダ
ム
カ
ヌ
ー
ポ
ー
ト
下

☆
合
川
ダ
ム
カ
ヌ
ー
ポ
ー
ト

（
合
川
谷
野
口
23
）

☆
指
定
な
し
（
小
学
生
以
下
は

保
護
者
同
伴
）

☆
30
名
﹇
先
着
﹈

☆
５
０
０
円

☆
弁
当
・
飲
物
・
着
替
え

☆
7
月
13
日
㊎
〜
20
日
㊎
に
、

左
記
へ
氏
名
・
年
齢
・
住
所
・

連
絡
先
（
携
帯
番
号
等
）
を
ご

記
入
の
上
、
必
ず
Ｆ
Ａ
Ｘ
又
は

E
メ
ー
ル
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

☆
大
塔
行
政
局 

産
業
建
設
課

☎
０
７
３
９
（
４
８
）
０
３
０
１

☆
０
７
３
９
（
４
９
）
０
３
５
９

☆oto@
city.tanabe.lg.jp

☆
８
月
11
日
㊏
㊗
（
荒
天
の
場

合
は
、
下
記
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。）

☆
9
時
〜
21
時
頃

第
27
回　

大
塔
地
球
元
気
村

２
０
１
８

大
塔
合
川
ダ
ム
カ
ヌ
ー
体
験

教
室
の
参
加
者
募
集

☆
大
塔
水
辺
の
楽が

っ
こ
う校 

等

☆
◇
午
前　

カ
ヌ
ー
試
乗
や
木

工
な
ど
各
種
体
験
教
室
（
要
予

約
）

◇
午
後　

ア
マ
チ
ュ
ア
バ
ン
ド

の
演
奏
、
鮎
つ
か
み
ど
り
体
験

（
中
学
生
以
下
が
対
象
）

◇
夜　

ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン
ト
、

よ
さ
こ
い
踊
り
、
討
論
会
、
大

塔
花
火
大
会

☆
各
種
体
験
教
室
に
つ
い
て

は
、
7
月
17
日
㊋
〜
27
日
㊎
に

左
記
へ
電
話
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。﹇
先
着
﹈

　

詳
し
く
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
冊

子
又
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

☆
大
塔
地
球
元
気
村
実
行
委
員

会
（
大
塔
行
政
局 

産
業
建
設

課
内
）

☎
０
７
３
９
（
４
８
）
０
３
０
１

☆

h
ttp

://w
w

w
.aikis.

or.jp/~otom
ura/

①扇ヶ浜海水浴場 ② SUP YOGA（サーフボードよりも大きく浮力の強いボードに
乗り、パドルを漕いでクルージングするアクティビティ「SUP」を使ったヨガ体験）

① ②
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後期高齢者医療保険料のお知らせ

問合せ　保険課 保険税係（☎ 0739-26-9965）

■
平
成
30
年
度
の
保
険
料
額
を
7
月

中
旬
頃
に
お
知
ら
せ
し
ま
す

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
都
道

府
県
ご
と
に
設
置
さ
れ
て
い
る
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
市
町
村
と

連
携
、
協
力
し
て
運
営
し
て
い
ま
す
。

　

本
制
度
に
は
、
75
歳
以
上
の
方
と
、

一
定
の
障
害
が
あ
り
、
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た
65
歳

以
上
75
歳
未
満
の
方
が
加
入
し
ま
す
。

　

本
制
度
に
係
る
費
用
の
う
ち
、
医

療
機
関
で
支
払
う
自
己
負
担
分
を
除

い
た
分
は
、
公
費
が
約
5
割
、
現
役

世
代
の
支
援
が
約
4
割
、
残
り
約
1

割
を
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
に
納
め
て
い

た
だ
く
保
険
料
で
負
担
し
て
い
ま
す
。

■
保
険
料
の
算
定
方
法

　

保
険
料
は
、
被
保
険
者
が
等
し
く

負
担
す
る
均
等
割
額
と
所
得
に
応
じ

て
決
ま
る
所
得
割
額
の
合
計
額
と
な

り
、
個
人
単
位
で
計
算
し
ま
す
。

■
所
得
の
低
い
方
の
保
険
料
軽
減　

　

世
帯
の
被
保
険
者
及
び
世
帯
主
の

総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
に
よ
り
、

下
表
の
と
お
り
均
等
割
額
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
今
年
度
は
、
均
等

割
額
5
割
・
2
割
軽
減
の
対
象
が
拡

大
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
総
所
得

金
額
等
が
不
明
の
場
合
は
、
適
用
さ

れ
ま
せ
ん
。

■
職
場
の
健
康
保
険
等
の
被
扶
養
者

だ
っ
た
方
の
保
険
料
軽
減

　

資
格
を
得
た
日
の
前
日
に
、
被
用

者
保
険
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
は
、

保
険
料
の
均
等
割
額
が
5
割
軽
減
さ

れ
、
所
得
割
額
は
掛
か
り
ま
せ
ん
。

■
保
険
料
の
納
付
方
法

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付

方
法
は
、
受
給
し
て
い
る
年
金
額
等

に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

　

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
の
対

象
と
な
る
年
金
の
年
額
が
18
万
円
以

上
で
、
介
護
保
険
料
と
の
合
計
額
が

そ
の
年
金
額
の
2
分
の
1
を
超
え
な

い
方
は
、
原
則
と
し
て
特
別
徴
収
と

な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
お
申
出
に
よ

り
口
座
振
替
を
選
択
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
、
上

記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
ら

な
い
方
や
、
新
規
に
資
格
を
取
得
さ

れ
た
方
の
特
別
徴
収
が
開
始
さ
れ
る

ま
で
の
期
間
は
、
普
通
徴
収
（
納
付

書
又
は
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
）
と

な
り
ま
す
。

■
保
険
料
の
減
免
制
度

　

罹り

災
や
、
世
帯
主
の
失
業
に
よ
る

所
得
の
激
減
等
、
和
歌
山
県
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
の
定
め
る
要
件

に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
保
険
料
の

徴
収
猶
予
や
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す

の
で
、
上
記
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険

証
の
色
が
、「
う
す
い
緑
色
」
か

ら
「
み
ず
色
」
に
変
わ
り
ま
す

　

現
在
お
持
ち
の
保
険
証
（
被

保
険
者
証
）
は
、
7
月
31
日
㊋

が
有
効
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

新
し
い
保
険
証
は
、
7
月
中

に
簡
易
書
留
郵
便
に
よ
り
送
付

し
ま
す
。（
お
手
元
に
届
い
た

と
き
か
ら
使
用
で
き
ま
す
。）

※
前
年
所
得
に
よ
り
、
一
部
負

担
金
の
割
合
を
変
更
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

※
有
効
期
限
切
れ
の
保
険
証

は
、
返
却
又
は
裁
断
処
分
し
て

く
だ
さ
い
。

　

 

保
険
課 

医
療
係

☎
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
６

均等割額 4 万 5,812 円 （平成 29 年度は 4 万 4,177 円）

所得割額 （平成29年中の総所得金額等－33万円【基礎控除額】）×8.80％
（平成 29 年度は 8.93％）

限度額 62 万円 （平成 29 年度は 57 万円）

■平成 30 年度の保険料率等（年間）

世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等（平成 29 年中）
の合計額 軽減割合

33 万円以下の世帯

8.5 割軽減を受ける世帯のうち、被保険
者全員が年金収入 80 万円以下で、その
他所得がない場合

9 割

8.5 割

33 万円＋（27 万 5,000 円×当該世帯に属する被保険者数）
以下の世帯 5 割

33 万円＋（50 万円×当該世帯に属する被保険者数）以下の
世帯 2 割

※軽減判定の際、65 歳以上（昭和 28 年１月１日以前生まれ）の方は、公
的年金所得から 15 万円が控除されます。

■均等割額の軽減【平成 30 年度軽減対象判定基準】

※保険料率は和歌山県内均一で定められ、2 年ごとに見直されます。

8 月から介護保険制度の一部が変わります

問合せ　やすらぎ対策課 介護保険係（☎ 0739-26-4931）

負担割合 該当する方

2 割

次の全てに該当する方
◇本人の合計所得金額が
160 万円以上
◇同じ世帯にいる 65 歳以
上の方の「年金収入＋その
他の合計所得金額」が
・単身世帯＝ 280 万円以上
・二人以上世帯＝ 346 万円
以上

1 割 上記以外の方

負担割合 該当する方

3 割

次の全てに該当する方
◇本人の合計所得金額が 220 万円以上
◇同じ世帯にいる 65 歳以上の方の「年金
収入＋その他の合計所得金額」が
・単身世帯＝ 340 万円以上
・二人以上世帯＝ 463 万円以上
※ 2 割負担に該当する方の中で、より所得
の高い方に 3 割負担をお願いすることにな
ります。

2 割

次の全てに該当する方
◇本人の合計所得金額が 160 万円以上
◇同じ世帯にいる 65 歳以上の方の「年金
収入＋その他の合計所得金額」が
・単身世帯＝ 280 万円以上
・二人以上世帯＝ 346 万円以上

1 割 上記以外の方

■ 7 月まで ■ 8 月から

※「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控
除などの所得控除をする前の金額です。なお、8 月から合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る
特別控除額」を控除した金額を用います。

所得区分
70 ～ 74 歳
の方がいる
世帯

後期高齢者医療制
度で医療を受ける
方がいる世帯

現役並み
所得者 67 万円 67 万円

一般 56 万円 56 万円

低所得者Ⅱ
※ 1 31 万円 31 万円

低所得者Ⅰ
※ 2 19 万円 19 万円

所得区分 70 ～ 74 歳の
方がいる世帯

後期高齢者医療制
度で医療を受ける
方がいる世帯

課税所得
690 万円以上 212 万円 212 万円

課税所得
380 万円以上 141 万円 141 万円

課税所得
145 万円以上 67 万円 67 万円

一般 56 万円 56 万円
低所得者Ⅱ
※ 1 31 万円 31 万円

低所得者Ⅰ
※ 2 19 万円 19 万円

※ 1　市民税非課税世帯の被保険者。低所得者Ⅰ区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限　
※ 1　度額の適用方法が異なります。
※ 2　市民税非課税世帯の被保険者で、世帯全員の所得金額が０円の方。

■ 7 月算定分まで ■ 8 月算定分から

※毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。医療保険が異なる場合は合算できません。
※支給対象となる方は医療保険の窓口へ申請が必要です。

　介護保険のサービスを利用したときの利用者負担の割合が、下記のとおり変わります。

　高額医療・高額介護合算制度の負担限度額の算定基準が下記のとおり変わります。（70 歳未満の方のみ
の世帯は変更ありません。）
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国民健康保険税・介護保険料について

問合せ　保険課 保険税係・収納係（☎ 0739-26-9965）
　

国
民
健
康
保
険
（
以
下
「
国
保
」）は
、

皆
さ
ん
が
安
心
し
て
平
等
に
医
療
を
受

け
ら
れ
る
た
め
に
、
自
営
業
の
方
や
職

場
等
で
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
な

い
方
、
ま
た
、
会
社
を
退
職
さ
れ
た
方

等
を
対
象
と
し
た
医
療
保
険
制
度
で
す
。

　

国
保
の
財
源
は
、
皆
さ
ん
に
納
め

て
い
た
だ
く
保
険
税
や
国
、
県
か
ら

の
補
助
金
等
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

保
険
税
は
、
病
気
や
け
が
等
の
医
療

費
や
出
産
育
児
一
時
金
、
葬
祭
費
等

の
給
付
を
行
う
た
め
の
大
切
な
財
源

で
す
。
国
保
、
後
期
高
齢
者
医
療
及

び
介
護
保
険
制
度
の
円
滑
な
運
営
を

図
る
た
め
、
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
平
成
30
年
度
の
保
険
税

　

国
保
の
制
度
改
革
に
よ
り
、
平
成

30
年
度
か
ら
は
都
道
府
県
単
位
で
運

営
し
、
本
市
と
し
て
は
和
歌
山
県
が

示
す
標
準
的
な
保
険
税
率
等
を
基
本

と
し
て
、
保
険
税
率
等
を
改
定
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
下
表
に
基
づ

き
保
険
税
額
を
算
定
し
、
７
月
中
旬

頃
に
国
保
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世

帯
の
世
帯
主
（
納
税
義
務
者
）
に
、

通
知
書
を
お
届
け
し
ま
す
。

■
所
得
の
低
い
方
の
保
険
税
軽
減

　

世
帯
の
被
保
険
者
及
び
世
帯
主
の

総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
、
均
等
割
額
及
び
平
等

割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

今
年
度
は
、
２
割
･
５
割
軽
減
に

係
る
所
得
判
定
基
準
額
が
改
正
さ

れ
、
軽
減
範
囲
が
広
が
り
ま
し
た
。

た
だ
し
、総
所
得
金
額
等
が
不
明（
所

得
の
申
告
を
さ
れ
て
い
な
い
等
）
の

場
合
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

【
軽
減
制
度
が
あ
り
ま
す
】

　

倒
産
・
解
雇
や
雇
い
止
め
等
に
よ

る
離
職
を
さ
れ
た
方
で
失
業
等
給
付

を
受
け
る
方
に
つ
い
て
は
、
保
険
税

が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

☆
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離

職
理
由
が
11
・
12
・
21
・
22
・
23
・

31
・
32
・
33
・
34
に
該
当
の
方

※
高
年
齢
受
給
資
格
者
及
び
特
例
受

給
資
格
者
の
方
は
対
象
外
で
す
。

☆
軽
減
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要

で
す
。
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の

離
職
理
由
、
申
請
に
つ
い
て
詳
し
く

は
、上
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
平
成
30
年
度
介
護
保
険
料
及
び
納

付
方
法
の
決
定
通
知
書
を
７
月
中
旬

頃
に
お
届
け
し
ま
す

　

介
護
保
険
制
度
は
、
介
護
が
必
要

な
方
を
社
会
全
体
で
支
え
る
た
め
の

制
度
で
す
。
保
険
料
や
税
金
を
財
源

と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
費
用
の
一
部
を

負
担
す
る
だ
け
で
、様
々
な
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

介
護
保
険
制
度
の
運
営
に
必
要
な

費
用
の
う
ち
、50
％
が
公
費
負
担
さ
れ
、

残
り
の
50
％
が
第
1
号
被
保
険
者
保

険
料
（
65
歳
以
上
の
方
、
23
％
）
及
び

第
2
号
被
保
険
者
保
険
料
（
40
〜
64

歳
の
方
、27
％
）
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

介
護
保
険
料
は
、
市
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
利
用
に
要
す
る
費
用
と
地
域
支

援
事
業
に
要
す
る
費
用
に
基
づ
き
決

定
さ
れ
ま
す
。
本
年
度
の
第
1
号
被

保
険
者
保
険
料
は
、
上
表
の
と
お
り

で
す
。（
第
2
号
被
保
険
者
保
険
料
は
、

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
ご
と
の
算

出
方
法
に
よ
り
決
め
ら
れ
、
医
療
保

険
分
と
併
せ
て
徴
収
さ
れ
ま
す
。）

■
保
険
料
の
納
付
方
法

　

年
額
18
万
円
以
上
の
老
齢
・
退
職

年
金
、
障
害
年
金
及
び
遺
族
年
金
を

受
け
て
い
る
方
の
納
付
方
法
は
、
原

則
と
し
て
特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）

で
す
。
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な

い
方
や
、
新
規
に
資
格
を
取
得
さ
れ

た
方
の
特
別
徴
収
が
開
始
さ
れ
る
ま

で
の
期
間
の
納
付
方
法
は
、
普
通
徴

収
（
納
付
書
又
は
口
座
振
替
）
で
す
。

☆
◇
介
護
保
険
料
に
つ
い
て

保
険
課 

保
険
税
係

☎
14
ペ
ー
ジ
参
照

◇
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

や
す
ら
ぎ
対
策
課 

介
護
保
険
係

☎
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
３
１

国
民
健
康
保
険
税
の
お
知
ら
せ

介
護
保
険
料
の
お
知
ら
せ

納
期
限
後
納
付
に
は
、
督
促
手
数

料
・
延
滞
金
が
掛
か
り
ま
す

　

保
険
税
（
保
険
料
）
は
、
納
期
限

ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

督
促
状
は
、
納
期
限
後
20
日
以
内

に
発
送
し
ま
す
。
督
促
手
数
料
は
督

促
状
1
通
に
つ
き
80
円
で
す
。

国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
の
納

付
は
口
座
振
替
で

　

延
滞
金
は
、
租
税
債
務
の
履
行
遅

滞
に
対
す
る
遅
延
利
息
と
し
て
徴
収

す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
納
期
内

に
納
付
し
た
方
の
利
益
を
尊
重
し
、

ま
た
、
納
期
内
の
自
主
納
付
を
促
進

し
て
、
納
付
秩
序
の
確
立
を
図
る
と

い
う
趣
旨
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。

7
割
軽
減

基
準
額

33
万
円
以
下
の
世
帯

5
割
軽
減

基
準
額

33
万
円
＋

27
万
５
０
０
０
円
×

︵
被
保
険
者
数
＋
特
定
同

一
世
帯
所
属
者
数
︶
以
下

の
世
帯

2
割
軽
減

基
準
額

33
万
円
＋
50
万
円
×

︵
被
保
険
者
数
＋
特
定
同

一
世
帯
所
属
者
数
︶
以
下

の
世
帯

　保険税の年間税額は、世帯で算定した医療保険分、後期高齢者支援金等と介護保険第 2 号被保険者（40 歳
以上 65 歳未満の方）の介護保険分の 3 項目の合算額となります。
　各項目の課税額は、所得から算定する所得割額、固定資産税から算定する資産割額、被保険者数から算定す
る均等割額、1 世帯当たりの平等割額の合算額です。各項目には、それぞれ課税の上限（課税限度額）が設定
されています。今年度の課税限度額は、地方税法施行令の改正に伴い、医療保険分が58万円に引き上げられます。
後期高齢者支援金等及び介護保険分は昨年と同額（後期高齢者支援金等は 19 万円、介護保険分は 16 万円）です。

■医療保険分（国保加入全世帯） 課税限度額 58 万円（年額）

所得割額 資産割額 均等割額 平等割額
【前年中の総所得金額等
－基礎控除額（33 万円）】× 5.5％ + 【今年度の固定資産税額

（土地及び家屋に係る分）】× 34.8％ + 【世帯の被保険者数】
× 2 万 2,000 円 + 【1 世帯当たり】

1 万 9,800 円

■後期高齢者支援金等（国保加入全世帯） 課税限度額 19 万円（年額）

所得割額 資産割額 均等割額 平等割額
【前年中の総所得金額等
－基礎控除額（33 万円）】× 1.9％ + 【今年度の固定資産税額

（土地及び家屋に係る分）】× 8.5％ + 【世帯の被保険者数】
× 7,400 円 + 【1 世帯当たり】

6,400 円

■介護保険分（40 歳以上 65 歳未満の方〔介護保険第 2 号被保険者〕のいる世帯） 課税限度額 16 万円（年額）

所得割額 資産割額 均等割額 平等割額

【前年中の総所得金額等
－基礎控除額（33 万円）】× 1.6％ + 【今年度の固定資産税額

（土地及び家屋に係る分）】× 8.9％ +
【世帯の介護保険

第 2 号被保険者数】
× 1 万 300 円

+ 【1 世帯当たり】
5,400 円

※介護保険第 2 号被保険者の総所得金額等・固定資産税額・被保険者数

平成 30 年度の税額表

■平成 30 年度介護保険料額
保険料
段階

保険料額
（年間） 対象となる方

1 段階 3 万 5,500 円

◇生活保護を受給している方
◇老齢福祉年金を受給している方のうち世帯全員が非課税の方

本
人
が
市
民
税
非
課
税

同じ世帯に
いる方全員
が市民税非
課税

平成 29 年中の合計所得金額（公的年金等
にかかる雑所得を除く。）と課税年金収入
額の合計が 80 万円以下の方

2 段階 5 万 9,100 円
平成 29 年中の合計所得金額（公的年金等
にかかる雑所得を除く。）と課税年金収入額
の合計が 80 万円を超えて 120 万円以下の方

3 段階 5 万 9,100 円
平成 29 年中の合計所得金額（公的年金等
にかかる雑所得を除く。）と課税年金収入
額の合計が 120 万円を超える方

4 段階 7 万 1,000 円
同じ世帯に
市民税課税
者がいる方

平成 29 年中の合計所得金額（公的年金等
にかかる雑所得を除く。）と課税年金収入
額の合計が 80 万円以下の方

5 段階 7 万 8,800 円
平成 29 年中の合計所得金額（公的年金等
にかかる雑所得を除く。）と課税年金収入
額の合計が 80 万円を超える方

6 段階 9 万 4,600 円 本
人
が
市
民
税
課
税

平成 29 年中の合計所得金額が 120 万円未満の方

7 段階 10 万 2,500 円 平成 29 年中の合計所得金額が 120 万円以上 200 万円未
満の方

8 段階 11 万 8,300 円 平成 29 年中の合計所得金額が 200 万円以上 300 万円未
満の方

9 段階 13 万 4,000 円 平成 29 年中の合計所得金額が 300 万円以上の方

　

普
通
徴
収
の
納
付
に
口
座
振
替
を

利
用
す
る
と
、
指
定
さ
れ
た
預
貯
金

口
座
か
ら
自
動
的
に
引
き
落
と
さ
れ

ま
す
。
納
付
の
度
に
金
融
機
関
へ
行

く
必
要
が
な
く
、
納
め
忘
れ
が
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
一
度
手
続
を
す
る

と
、
翌
年
度
か
ら
も
自
動
的
に
継
続

さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
保
険
の
項
目

が
異
な
る
場
合
、
改
め
て
手
続
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　

口
座
振
替
の
ご
依
頼
は
、
預
貯
金

口
座
を
お
持
ち
の
金
融
機
関
で
、
備

付
け
の
「
口
座
振
替
依
頼
書
」
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。
お
申
込
み
に
は
、
預
貯
金

通
帳
・
印
鑑
・
納
付
書
が
必
要
で
す
。

　

納
期
は
、
7
月
〜
平
成
31
年
3
月

の
毎
月
（
全
9
回
）
で
す
。
何
ら
か

の
事
情
で
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、

お
早
め
に
保
険
課
収
納
係
（
☎
14

ペ
ー
ジ
参
照
）へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。



INFORMATION情報ボックス

17 Tanabe Publicity  2018.7 広報田辺　平成 30 年 7 月号 16

速
歩
き
健
康
塾
を
開
催
し
ま
す

☆
９
月
14
日
、
21
日
、
10
月
５
日
、
26

日
（
全
㊎
）

☆
13
時
30
分
〜
15
時
30
分（
受
付
13
時
〜
）

☆
市
民
総
合
セ
ン
タ
ー
２
階「
交
流
ホ
ー
ル
」

☆
◇
速
歩
き
健
康
法
に
つ
い
て

◇
速
歩
き
体
験

◇
食
事
に
つ
い
て
考
え
よ
う

◇
室
内
運
動
（
ス
ト
レ
ッ
チ
等
）

☆
左
記
の
い
ず
れ
か
を
満
た
し
、
原
則

4
回
と
も
参
加
で
き
る
方

◇
市
に
住
民
票
の
あ
る
40
歳
〜
74
歳

で
、
運
動
可
能
な
方

◇
田
辺
市
国
保
、
そ
の
他
保
険
者
に
よ

る
特
定
健
康
診
査
を
受
診
さ
れ
た
方

※
初
め
て
参
加
さ
れ
る
方
を
優
先
し
ま
す
。

☆
20
名
﹇
先
着
﹈

☆
筆
記
用
具
・
室
内
用
運
動
靴
・
眼
鏡

お
や
こ
の
食
育
教
室
の
参
加
者
を
募

集
し
ま
す　

☆　

７
月
28
日
㊏　

10
時
〜
13
時

☆
市
民
総
合
セ
ン
タ
ー
4
階
「
料
理
実

習
室
」

☆
「
食
べ
物
を
選
ぶ
力
」｢

食
べ
物
の

味
が
わ
か
る
力｣

が
重
点
テ
ー
マ
で
す
。

子
供
の
頃
か
ら
の
減
塩
対
策
や
、
バ
ラ

ン
ス
の
取
れ
た
食
事
を
体
験
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。

☆
市
に
住
民
票
が
あ
る
年
長
〜
小
学
６

年
生
と
そ
の
保
護
者

☆
15
組
﹇
先
着
﹈

☆
親
子
で
３
０
０
円
（
子
供
2
人
目
か

ら
は
、
1
人
に
つ
き
１
５
０
円
必
要
）

☆
上
履
き
・
エ
プ
ロ
ン
・
三
角
巾
・
マ

ス
ク
・
手
拭
き
１
枚
・
布
巾
１
枚
・
筆

記
用
具

☆
7
月
11
日
㊌
か
ら
左
記
へ
電
話
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

☆
健
康
増
進
課 

健
康
管
理
係

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
１

食
生
活
改
善
推
進
員
養
成
講
座
の
参

加
者
を
募
集
し
ま
す

☆
市
民
総
合
セ
ン
タ
ー
4
階「
会
議
室
」

※
２
回
目
以
降
の
部
屋
は
そ
の
都
度
お

伝
え
し
ま
す
。

☆
◇
市
に
住
民
票
の
あ
る
お
お
む
ね
75

歳
以
下
の
方

◇
全
講
座
修
了
後
は
食
生
活
改
善
推
進

協
議
会
に
入
会
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
に
参
加
で
き
る
方

◇
全
て
の
講
座
（
5
回
）
に
参
加
で
き
る
方

☆
20
名
﹇
先
着
﹈

☆
テ
キ
ス
ト
代
１
０
０
０
円
、
調
理
実

習
材
料
費
（
５
０
０
円
×
２
回
）

☆
筆
記
用
具
・
参
加
費

■
服
装　

動
き
や
す
い
服
装

☆
左
記
へ
直
接
又
は
電
話
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

☆
健
康
増
進
課 

健
康
管
理
係
（
市
民

総
合
セ
ン
タ
ー
2
階
）　

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
１

日程 時間 内容

7 月 24 日㊋

10 時～
15 時

開講式、国民の健康状
況と健康日本 21、健康
づくりと生活習慣病

8 月 1 日㊌、
22 日㊌

調理実習、栄養の基礎
知識

9 月 6 日㊍
健康づくりと身体活動、
食品衛生と食環境保全

10 月 2 日㊋
10 時～
12 時

地区組織活動について、
修了証書授与

物
品
入
札
参
加
者
等
追
加
登
録
の
受

付
を
し
ま
す

■
受
付
期
間　

8
月
1
日
㊌
〜
31
日
㊎

■
受
付
場
所　

左
記
及
び
各
行
政
局
総

務
課
（
23
ペ
ー
ジ
参
照
）

☆
市
が
発
注
す
る
物
品
（
食
料
品
を
除

く
。）
及
び
役
務
等
（
警
備
・
物
品
賃
貸
・

集
団
健
康
診
査
等
）
の
業
務
を
受
注
し

よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
物
品
入
札
参

加
者
等
と
し
て
の
登
録
が
必
要
で
す
。

☆
◇
市
内
に
本
店
及
び
営
業
所
の
あ
る

事
業
者
は
、
申
請
書
類
を
直
接
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

◇
右
記
以
外
の
事
業
者
は
、
申
請
書
類

を
直
接
お
持
ち
い
た
だ
く
か
、
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。

■
申
請
書
類　

市
指
定
様
式
、
別
に
定

め
る
必
要
書
類

■
登
録
の
有
効
期
間

10
月
1
日
㊊
〜
平
成
31
年
3
月
31
日

■
要
項
の
配
布　

左
記
で
行
っ
て
い
ま

す
。
郵
送
を
希
望
の
場
合
は
、
１
４
０

円
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同
封

の
上
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

☆
契
約
課 

契
約
管
財
係（
本
庁
舎
3
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
６
４

☆

h
ttp

://w
w

w
.city.tan

ab
e.

lg.jp/keiyaku/index.htm
l

田
辺
市
文
化
賞
受
賞
候
補
者
を
募
集

し
ま
す

　

昭
和
45
年
に
創
設
し
た
「
田
辺
市
文

化
賞
」
の
制
度
を
継
承
し
、
毎
年
、
市

の
文
化
の
発
展
に
貢
献
さ
れ
た
方
々
に

お
贈
り
し
、
そ
の
功
績
を
た
た
え
て
い

ま
す
。

　

次
の
要
領
で
、
受
賞
候
補
者
を
広
く

市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
も
募
集
し
ま
す
。

☆
市
内
在
住
の
方
、
又
は
市
出
身
者
若

し
く
は
市
に
在
住
し
た
こ
と
の
あ
る
個

人
で
、市
の
文
化
（
学
術
・
芸
術
・
体
育
・

生
活
文
化
等
）
の
発
展
に
貢
献
し
た
方

※
た
だ
し
、
推
薦
は
他
薦
に
限
る
。

■
受
賞
者
の
決
定　

　

田
辺
市
文
化
賞
推
薦
委
員
会
で
審
議

を
行
い
、
そ
の
答
申
に
基
づ
き
市
長
が

決
定
し
ま
す
。　

☆
７
月
２
日
㊊
〜
31
日
㊋
﹇
必
着
﹈
に
、

推
薦
書
類
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、

左
記
へ
郵
送
又
は
直
接
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。（
提
出
い
た
だ
い
た
推
薦
書
類

は
、
返
却
し
ま
せ
ん
。）
な
お
、
推
薦

書
類
は
左
記
で
配
布
す
る
ほ
か
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

☆
秘
書
課 

秘
書
係　

〒
６
４
６
―

８
５
４
５　

新
屋
敷
町
１

（
本
庁
舎
３
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
１
０

☆

h
ttp

://w
w

w
.city.tan

ab
e.

lg.jp/hisho/index.htm
l

市
営
住
宅
入
居
者
を
募
集
し
ま
す

■
募
集
住
宅 

◇
本
庁
管
内　
　
　

《
新
万
》
新
万
…
３
戸

《
新
庄
》
内
之
浦
６
…
２
戸

◇
龍
神
行
政
局
管
内
（
１
戸
）

《
安
井
》
安
井

◇
中
辺
路
行
政
局
管
内
（
２
戸
）

《
川
合
》
川
合
２

◇
大
塔
行
政
局
管
内
（
１
戸
）

《
鮎
川
》
鮎
川
下
附
６

■
間
取
り
・
家
賃
等　

間
取
り
は
、

２
Ｄ
Ｋ
、
３
Ｄ
Ｋ
等
タ
イ
プ
が
異
な

り
ま
す
。
家
賃
は
、
７
８
０
０
円
〜

６
万
５
３
０
０
円
で
、
住
宅
や
所
得
に

よ
り
異
な
り
ま
す
。

☆
７
月
２
日
㊊
〜
23
日
㊊
﹇
消
印
﹈
に

郵
送
で
左
記
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。
申
込
用
紙
は
、
左
記
又
は
各
行
政

局
産
業
建
設
課
（
23
ペ
ー
ジ
参
照
）
で

配
布
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
応
募
者
多
数
の
場
合
は
、
抽

選
で
決
定
し
ま
す
。
抽
選
は
、
8
月
3

日
㊎
10
時
か
ら
、
本
庁
舎
3
階
「
第
一

会
議
室
」
で
行
い
ま
す
。

■
随
時
募
集
住
宅　

計
12
戸 ﹇
先
着
﹈

☆
建
築
課 
市
営
住
宅
係

〒
６
４
６
―

８
５
４
５　

新
屋
敷
町
１

（
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
１
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
３
６

自
衛
官
を
募
集
し
ま
す

☆
日
本
国
籍
を
有
し
、
自
衛
隊
法
第
38

条
第
１
項
の
規
定
に
該
当
し
な
い
方

で
、
平
成
31
年
４
月
１
日
現
在
、
18
歳

以
上
27
歳
未
満
（
航
空
学
生
は
21
歳
未

満
）
の
男
女

☆
自
衛
隊
和
歌
山
地
方
協
力
本
部
田
辺

地
域
事
務
所
（
下
万
呂
５
６
４
―

２
）

☆
０
７
３
９
（
２
４
）
６
２
１
９　

■各種コース・試験日及び試験場所
コース 試験日 試験場所 受付締切り

自衛官候補生
（任期制コース）

男子 9 月 28 日㊎ 市民総合センター
9 月 27 日㊍

女子 9 月 29 日㊏ 和歌山県民文化会館

一般曹候補生 9 月 21 日㊎ 市民総合センター
9 月 7 日㊎

航空学生 9 月 17 日㊊㊗ 和歌山県民文化会館
※随時、個別説明実施中（要予約）

市
営
墓
地
の
使
用
者
を
募
集
し
ま
す

■
募
集
区
画

芳
養
み
ど
り
墓
地
（
西
・
東
）、
神
子

浜
墓
地
、
本
宮
町
大
居
墓
地

　

区
画
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
下
記
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☆
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
方

◇
市
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る
方

◇
現
在
、
自
宅
等
で
遺
骨
を
所
持
・
保

管
さ
れ
て
い
る
方
又
は
民
間
墓
地
か
ら

移
転
を
希
望
さ
れ
て
い
る
方

◇
使
用
許
可
を
受
け
た
後
、
１
年
以
内

に
遺
骨
を
埋
蔵
さ
れ
る
方

◇
現
在
、
市
営
墓
地
を
持
っ
て
い
な
い
方

※
注
意
事
項
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し

く
は
下
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☆
７
月
17
日
㊋
〜
31
日
㊋
﹇
必
着
﹈
に

申
込
書
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
上
、

下
記
へ
直
接
又
は
郵
送
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。
申
込
書
は
、
下
記
及
び
各

行
政
局
住
民
福
祉
課（
23
ペ
ー
ジ
参
照
）

で
配
布
し
て
い
ま
す
。

■
墓
地
使
用
許
可
予
定
者
及
び
補
欠
者

の
決
定

　

同
一
区
画
に
申
込
者
が
２
名
以
上
の

場
合
は
、
抽
選
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。

ま
た
、
１
名
の
補
欠
者
を
決
定
し
、
当

選
者
に
辞
退
が
あ
る
場
合
は
、
繰
上
げ

当
選
と
し
ま
す
。
抽
選
は
、
8
月
17
日

㊎
14
時
か
ら
、
本
庁
舎
3
階
「
第
一
会

議
室
」
で
行
い
ま
す
。

　

二
次
募
集
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
広

報
紙
等
で
改
め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

☆
環
境
課 

環
境
対
策
係　

〒
６
４
６
―

８
５
４
５　

新
屋
敷
町
１

（
本
庁
舎
2
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
７

（
必
要
な
方
）・
飲
物

■
服
装　

動
き
や
す
い
服
装

☆
７
月
17
日
㊋
〜
31
日
㊋
に
、
左
記
へ

直
接
又
は
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

☆
健
康
増
進
課 
健
康
管
理
係
（
市
民

総
合
セ
ン
タ
ー
2
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
１

■各日時及び内容
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第
65
回
田
辺
市
美
術
展
覧
会
の
開
催

と
出
展
作
品
募
集
に
つ
い
て

☆
◇
第
１
期　

10
月
５
日
㊎
〜
７
日
㊐

書
・
彫ち
ょ
う
そ塑

・
生
花
の
部 

◇
第
２
期　

10
月
12
日
㊎
〜
14
日
㊐　

洋
画
・
写
真
・
工
芸
の
部
・（
招
待
出
品
）

日
本
画
・
工
芸　

☆
９
時
〜
19
時（
各
期
最
終
日
の
７
日
、

14
日
は
17
時
ま
で
）

■
募
集
作
品　

書
・
彫
塑
・
生
花
・
洋
画
・
写
真
・
工
芸

☆
市
内
及
び
そ
の
周
辺
に
住
所
又
は
本

籍
を
置
く
方
又
は
通
勤
・
通
学
さ
れ
て

い
る
方
等
（
中
学
生
以
下
は
除
く
。）

　

応
募
希
望
者
は
、
作
品
１
点
に
つ
き

５
０
０
円（
高
校
生
は
無
料
）を
添
え
て
、

次
の
各
日
程
で
紀
南
文
化
会
館
へ
、
９
時

〜
17
時
に
直
接
お
持
ち
込
み
く
だ
さ
い
。

◇
書　

10
月
１
日
㊊

◇
彫
塑　

10
月
１
日
㊊

◇
生
花　

10
月
４
日
㊍

◇
洋
画　

10
月
８
日
㊊
㊗

◇
写
真　

10
月
８
日
㊊
㊗

◇
工
芸　

10
月
８
日
㊊
㊗

※
生
花
は
事
前
申
込
み
が
必
要
で
す
。

９
月
７
日
㊎
﹇
消
印
﹈
ま
で
に
、
は
が
き

に
氏
名
、住
所
、年
齢
、電
話
番
号
、格
花・

盛
花
の
別
を
ご
記
入
の
上
、
左
記
へ
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
45
名
を

超
え
た
場
合
、
抽
選
と
な
り
ま
す
。

※
活
け
込
み
は
、
10
月
11
日
㊍
８
時

40
分
〜
12
時
ま
で
に
紀
南
文
化
会
館
と

な
っ
て
い
ま
す
。

☆
文
化
振
興
課 

文
化
振
興
係

〒
６
４
６
―

０
０
２
８　

高
雄
一
丁
目
23
―

１

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
４
３

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
防
災
講
座

を
開
催
し
ま
す

☆
8
月
19
日
㊐

☆
13
時
30
分
〜
15
時
30
分

☆
市
民
総
合
セ
ン
タ
ー
4
階「
交
流
ホ
ー
ル
」

☆
「
避
難
所
運
営
ゲ
ー
ム
Ｈハ

グ
Ｕ
Ｇ
」
の

体
験
や
ト
イ
レ
の
話
、
簡
単
防
災
ク
ッ

キ
ン
グ
の
紹
介
等
。

　

い
ざ
と
い
う
時
に
適
切
な
対
応
を
す

る
た
め
に
、
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
配
慮
し

た
視
点
を
持
っ
て
、
今
か
ら
で
き
る
備

え
を
考
え
ま
せ
ん
か
。

■
演
題　

自
然
災
害
発
生
！
ど
う
な

る
？
ど
う
す
る
？
〜
避
難
所
で
起
こ
る

手
作
り
え
ほ
ん
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

開
催
し
ま
す 

 
 

☆
８
月
2
日
㊍

☆
13
時
30
分
〜
15
時
30
分

☆
た
な
べ
る
２
階
「
大
会
議
室
」

■
講
師　

松
下 

恭
子 

さ
ん
（
イ
ラ
ス

ト
レ
ー
タ
ー
）

☆
小
学
生

☆
25
名
﹇
先
着
﹈

☆
鉛
筆
・
消
し
ゴ
ム
・
は
さ
み
・
毛
糸
・

フ
ェ
ル
ト
・
シ
ー
ル 

等

☆
7
月
19
日
㊍
か
ら
、
左
記
へ
直
接
又

は
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

☆
市
立
図
書
館

☆
０
７
３
９
（
２
２
）
０
６
９
７

ハ
ワ
イ
ア
ン 

T
‐
C
a
f
e
を
開

催
し
ま
す

☆
７
月
14
日
㊏

☆
13
時
30
分
〜
15
時
30
分

☆
市
民
総
合
セ
ン
タ
ー
４
階

☆
田
辺
高
校
の
生
徒
と
国
際
交
流
セ
ン

タ
ー
が
企
画
し
た
人
気
企
画
「
T
‐

南
方
熊
楠
顕
彰
館
で
企
画
展
や
講
座

を
開
催
し
ま
す

【
第
25
回
特
別
企
画
展
「
南
方
熊
楠
―

１
０
０
年
早
か
っ
た
智
の
人
―

」】

☆
７
月
21
日
㊏
〜
９
月
17
日
㊊
㊗

☆
南
方
熊
楠
顕
彰
館

☆
平
成
29
年
12
月
19
日
〜
3
月
4
日
に

国
立
科
学
博
物
館
（
東
京
・
上
野
）
で

開
催
さ
れ
た
企
画
展
の
巡
回
展
を
開
催

し
ま
す
。

【
夏
休
み
子
供
講
座「
探
し
て
み
よ
う
！ 

土
の
中
の
生
き
物
」
参
加
者
募
集
】

☆
☆
８
月
19
日
㊐　

９
時
〜
12
時

☆
ふ
る
さ
と
自
然
公
園
セ
ン
タ
ー

※
雨
天
の
場
合
は
、屋
内
で
観
察
し
ま
す
。

第
１
回
高
川
杯
田
辺
囲
碁
大
会
を
開

催
し
ま
す

☆
☆
９
月
２
日
㊐　

９
時
〜
17
時 

☆
市
民
総
合
セ
ン
タ
ー
2
階
「
交
流

ホ
ー
ル
」

☆ 

S
ク
ラ
ス
（
オ
ー
ル
互
先
）、
A

ク
ラ
ス（
４
段
以
上
）、B
ク
ラ
ス（
２
・

３
段
）、
C
ク
ラ
ス
（
初
段
以
下
）

※
参
加
人
数
に
よ
り
、
ク
ラ
ス
を
変
更

さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

☆
１
０
０
名
﹇
先
着
﹈

☆
無
料
（
弁
当
代
は
実
費
負
担
）

☆
７
月
11
日
㊌
〜
８
月
24
日
㊎
に
、 

申

込
用
紙
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
上
、

左
記
へ
直
接
お
持
ち
い
た
だ
く
か
、
郵

送
又
は
F
A
X
・
E
メ
ー
ル
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申
込
用
紙

は
公
民
館
等
に
設
置
す
る
ほ
か
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

☆
生
涯
学
習
課 

公
民
館
係

〒
６
４
６
―

０
０
２
８　

高
雄
一
丁
目

23
―

１
（
市
民
総
合
セ
ン
タ
ー
3
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
２
５

☆
０
７
３
９
（
２
５
）
６
０
２
９

☆shougai@
city.tanabe.lg.jp

☆

h
ttp

://w
w

w
.city.tan

ab
e.

lg.jp/koum
inkan/index.htm
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☆
南
方
熊
楠
は
、「
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
と

い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
神
社
の
森
を
守

ろ
う
と
し
ま
し
た
。
森
に
は
多
く
の
草

や
木
・
虫
・
鳥
な
ど
、
さ
ら
に
、
土
の

中
に
も
生
き
物
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

そ
の
「
土
の
中
の
生
き
物
」
を
観
察
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
き
物
同
士
の
つ

な
が
り
を
学
ぶ
機
会
と
し
て
、
観
察
会

を
実
施
し
ま
す
。

■
講
師　

山
本 

佳
範 

さ
ん
（
日
本
土

壌
動
物
学
会
）

土
永 

知
子 

さ
ん
（
南
方
熊
楠
記
念
館

学
術
ス
タ
ッ
フ
）

土
永 

浩
史 

さ
ん
（
和
歌
山
県
立
神
島

高
等
学
校
教
諭
）

☆
小
学
生（
3
年
生
以
下
は
保
護
者
同
伴
）

☆
20
名
﹇
先
着
﹈

☆
７
月
27
日
㊎
10
時
か
ら
左
記
へ
電
話

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
持
ち
物
な

ど
注
意
事
項
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し

く
は
左
記
へ
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

【
海
の
日
特
別
開
館
に
つ
い
て
】

☆
７
月
16
日
㊊
㊗

☆
10
時
〜
16
時
30
分
（
最
終
入
館
）

☆
南
方
熊
楠
顕
彰
館

☆
◇
18
歳
以
下
は
南
方
熊
楠
邸
の
入
場

無
料

◇
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
プ
レ
ゼ
ン
ト

（
先
着
30
名
）

☆
南
方
熊
楠
顕
彰
館

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
０
９

南な
ん
き葵
音
楽
文
庫
紀
南
講
演
会
＆
演
奏

会
を
開
催
し
ま
す

☆
９
月
２
日
㊐

☆
14
時
〜
16
時
（
開
場
13
時
30
分
）

☆
紀
南
文
化
会
館
４
階 「
小
ホ
ー
ル
」

☆
①
第
一
部　
『
南
葵
音
楽
文
庫
に
宿

る
「
魂
」』

◇
講
師　

美み
や
ま山 

良よ
し
お夫 

さ
ん

②
第
二
部　
『
い
ま
蘇
る
南
葵
楽
堂 

伝

説
の
音
楽
会
』

◇
出
演　

渡わ
た
な
べ部 

玄げ
ん
い
ち一
さ
ん
（
チ
ェ
ロ
）、

龍
神
村
一
斉
美
化
清
掃
を
行
い
ま
す

　

昨
年
に
引
き
続
き
、
次
の
日
程
で
一

斉
に
美
化
清
掃
を
行
い
ま
す
。

☆
７
月
29
日
㊐　

☆
８
時
〜　

※
少
雨
決
行　

☆
龍
神
行
政
局
管
内
の
道
路
・
河
川
及

び
地
域
周
辺（
地
区
ご
と
に
現
地
集
合
）

☆
龍
神
行
政
局 

住
民
福
祉
課

☆
０
７
３
９
（
７
８
）
０
８
２
０

缶か
ん
た
ん短
料
理
教
室
を
開
催
し
ま
す

☆
8
月
28
日
㊋

☆
10
時
〜
13
時
（
受
付
9
時
30
分
〜
）

☆
三
栖
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
２
階

「
調
理
室
」

☆
体
力
的
な
理
由
や
日
常
の
忙
し
さ
か

ら
調
理
の
時
間
が
短
く
な
っ
て
き
た
と

い
う
方
に
、
非
常
時
に
も
役
立
つ
缶
詰

を
使
っ
て
短
時
間
で
で
き
る
料
理
を
紹

介
し
、
簡
単
に
栄
養
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ

る
知
識
を
学
び
ま
す
。

☆
市
に
住
民
票
の
あ
る
65
歳
以
上
の
方

☆
12
名
﹇
先
着
﹈

☆
5
０
０
円

☆
エ
プ
ロ
ン
・
三
角
巾
・
手
拭
き
タ
オ

ル
・
マ
ス
ク
・
上
履
き
（
滑
り
に
く
い

も
の
）・
筆
記
用
具

☆
７
月
17
日
㊋
〜
8
月
10
日
㊎
に
、
左

記
へ
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

☆
や
す
ら
ぎ
対
策
課 

高
齢
福
祉
係

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
１
０

C
a
f
e
」
を
実
施
し
ま
す
。
地
元
在

住
の
外
国
人
と
の
楽
し
い
国
際
交
流
イ

ベ
ン
ト
で
す
。
ハ
ワ
イ
と
日
本
の
エ
ン

タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
や
ク
ラ
フ
ト
な
ど
、

様
々
な
外
国
の
文
化
を
紹
介
す
る
イ
ベ

ン
ト
に
是
非
遊
び
に
来
て
く
だ
さ
い
。

☆
小
学
生
（
3
年
生
以
下
は
保
護
者
同

伴
）
以
上

☆
40
名
﹇
先
着
﹈

☆
無
色
透
明
の
瓶（
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
可
）

☆
７
月
12
日
㊍
ま
で
に
左
記
へ
電
話
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

☆
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー（
生
涯
学
習
課
内
）

☆
０
７
３
９
（
３
３
）
９
０
１
９

※
英
文
で
の
紹
介
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

に
記
載

☆

h
ttp

://w
w

w
.city.tan

ab
e.

lg.jp/shougai/index.htm
l

桑く
わ
お生 
美み

ち

か
千
佳 

さ
ん
（
ピ
ア
ノ
）

◇
曲
目　

ホ
ル
マ
ン
「
セ
レ
ナ
ー
デ
」、

サ
ン
・
サ
ー
ン
ス
「
白
鳥
」
他

■
整
理
券
配
布
日　

７
月
11
日
㊌
〜

※
一
名
に
つ
き
4
枚
ま
で
と
な
り
ま
す
。

■
配
布
場
所　

左
記
及
び
紀
南
文
化
会

館
・
各
行
政
局
教
育
事
務
所 
等

☆
文
化
振
興
課 

文
化
振
興
係
（
市
民

総
合
セ
ン
タ
ー
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
４
３

様
々
な
で
き
ご
と
を
体
験
し
よ
う
〜

■
講
師　

鹿か

げ毛 

智
子 

さ
ん
（
田
辺
市

社
会
福
祉
協
議
会
職
員
）

☆
40
名
﹇
先
着
﹈

☆
7
月
17
日
㊋
か
ら
、
左
記
へ
電
話
又

は
Ｅ
メ
ー
ル
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
一
時
保
育　

小
学
3
年
生
ま
で
を
対

象
に
先
着
順
で
無
料
。
定
員
は
10
名
。

締
切
り
は
8
月
8
日
㊌
で
す
。

☆
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー　

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
３
６

☆danjo@
city.tanabe.lg.jp

▲渡部 玄一
（読売日本交響楽団）
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和
歌
山
県
在
宅
育
児
支
援
事
業
給
付

金
を
支
給
し
ま
す

　

平
成
30
年
度
か
ら
、
市
内
に
住
民
登

録
が
あ
る
多
子
世
帯
の
０
歳
児
を
対
象

に
在
宅
育
児
支
援
給
付
金
の
支
給
が
始

ま
り
ま
す
。

　

生
後
２
か
月
を
超
え
た
翌
月
か
ら
１

歳
に
な
っ
た
月
ま
で
の
10
か
月
間
を
対

象
に
、
保
護
者
に
月
額
１
万
５
０
０
０

円
（
最
大
15
万
円
）
を
支
給
し
ま
す
。

■
対
象
乳
児　

平
成
29
年
４
月
２
日
以

降
に
生
ま
れ
た
乳
児
で
、
次
の
要
件
を

満
た
す
場
合

①
同
一
世
帯（
生
計
を
一
に
す
る
世
帯
）

内
の
第
３
子
以
降

②
市
民
税
所
得
割
合
算
額
が

７
万
７
１
０
１
円
未
満
で
あ
る
同
一
世
帯

（
生
計
を
一
に
す
る
世
帯
）
内
の
第
２
子

■
支
給
対
象
者　

市
内
に
住
民
登
録
が

あ
り
、
対
象
児
童
を
家
庭
で
監
護
し
て

い
る
保
護
者
。
た
だ
し
他
の
給
付
金
・

助
成
制
度（
育
児
休
業
給
付
金
、紀
州
っ

子
い
っ
ぱ
い
サ
ポ
ー
ト
事
業
に
よ
る
保

育
料
無
償
化
な
ど
）
の
支
援
を
受
け
て

い
な
い
等
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

☆
平
成
30
年
度
支
給
分
に
つ
い
て
は
、

平
成
31
年
３
月
31
日
ま
で
に
申
請
が
必

要
で
す
。
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
下
記
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。　

☆
子
育
て
推
進
課 

保
育
係

高
額
療
養
費
の
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す

　

70
歳
以
上
の
方
の
高
額
療
養
費
の
限

度
額
が
8
月
か
ら
下
表
の
と
お
り
改
正

さ
れ
ま
す
。（
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
限

度
額
に
つ
い
て
は
変
更
が
あ
り
ま
せ
ん
。）

　

今
回
の
改
正
に
よ
り
、「
現
役
並
み

所
得
者
Ⅰ
」「
現
役
並
み
所
得
者
Ⅱ
」

の
世
帯
の
方
で
入
院
な
ど
医
療
機
関
へ

の
支
払
い
が
高
額
に
な
る
可
能
性
の
あ

る
方
は
、
保
険
課
の
窓
口
で
『
限
度
額

適
用
認
定
証
』
の
交
付
を
受
け
て
、
医

療
機
関
の
窓
口
に
あ
ら
か
じ
め
提
示
す

れ
ば
、
医
療
費
の
お
支
払
い
が
限
度
額

ま
で
に
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
左
記
へ
お
問
い
合
せ
く

だ
さ
い
。

☆
◇
保
険
課 

庶
務
係

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
４

◇
保
険
課 

医
療
係

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
６

区分
7月まで 8月から

外来
（個人ごと）

外来 +入院
（世帯ごと）

高額介護
合算限度額

外来
（個人ごと）

外来 +入院
（世帯ごと）

高額介護
合算限度額

現役並み所得者Ⅲ
《690 万円以上》

5 万 7,600 円 8 万 100 円 +1％
（多数回4万4,400円） 67 万円

25 万 2,600 円 +1％
（多数回 14 万 100 円） 212 万円

現役並み所得者Ⅱ
《380 万円以上》

16 万 7,400 円 +1％
（多数回 9 万 3000 円） 141 万円

現役並み所得者Ⅰ
《145 万円以上》

8 万 100 円 +1％
（多数回 4 万 4,400 円） 67 万円

一般
《145 万円未満》 1 万 4,000 円 5 万 7,600 円

（多数回4万4,400円） 56 万円 1万 8,000 円 5 万 7,600 円
（多数回4万4,400円） 56 万円

《 》内は市民税課税標準額
「多数回」は、過去 12 か月間で同じ世帯で 3 回以上限度額に達した場合の 4 回目以降の限度額です。

新
し
い
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者

証
を
送
付
し
ま
す

☆
70
歳
か
ら
74
歳
の
国
民
健
康
保
険
加

入
者
に
交
付
し
て
い
る
「
高
齢
受
給
者

証
」
は
７
月
31
日
㊋
が
有
効
期
限
と

な
っ
て
い
ま
す
。
８
月
１
日
㊌
か
ら
ご

使
用
い
た
だ
く
新
し
い
高
齢
受
給
者
証

は
、
7
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　

高
齢
受
給
者
証
に
は
、
自
己
負
担
割

合
を
示
し
て
い
ま
す
の
で
、
医
療
機
関

等
で
受
診
す
る
際
に
は
、
保
険
証
と
一
緒

に
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
自
己

負
担
割
合
は
、
平
成
29
年
中
の
所
得
等

に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
有
効
期
限
切
れ
の
高
齢
受
給
者
証

は
、
８
月
1
日
㊌
以
降
に
返
却
又
は
裁

断
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

　

４
月
か
ら
、
市
町
村
に
加
え
て
都
道

府
県
が
国
民
健
康
保
険
の
保
険
者
と
な

り
、
国
民
健
康
保
険
の
運
営
を
担
う
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
新

し
い
高
齢
受
給
者
証
か
ら
様
式
の
一
部

が
変
更
と
な
り
ま
す
。

◇
高
齢
受
給
者
証
の
名
前
が
「
国
民
健

康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」
か
ら
「
和
歌

山
県
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
４

☆http://w
w

w
.city.tanabe.

lg.jp/kosodatesuishin/index.
htm
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に
変
更
さ
れ
ま
す
。

◇
「
保
険
者
名
」
の
項
目
が
「
交
付
者

名
」
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

◇
有
効
期
限
の
記
載
が
最
上
段
へ
移
動

し
ま
す
。

☆
保
険
課 

庶
務
係

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
４

※
一
般
の
外
来
の
年
間
上
限
額
は
8
月

以
降
も
14
万
４
０
０
０
円
の
ま
ま
で
す
。

特
別
展
と
開
館
20
周
年
な
か
へ
ち
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
特
別
公
開
Ⅱ
を
開
催
し

ま
す

☆
７
月
21
日
㊏
〜
９
月
17
日
㊊
㊗

☆
10
時
〜
16
時
30
分
（
最
終
入
館
）

☆
毎
週
㊊
（
９
月
17
日
は
開
館
）

☆
①
特
別
展
『
現
代
の
織
Ⅲ
：
朝
倉
美

津
子
』　

市
立
美
術
館

②
開
館
20
周
年
な
か
へ
ち
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
特
別
公
開
Ⅱ
『
雑
賀
清
子
』　

熊
野

古
道
な
か
へ
ち
美
術
館

☆
①
織
に
よ
る
現
代
の
造
形
表
現
を
、

代
表
的
な
作
家
の
特
集
に
よ
っ
て
紹
介

す
る
シ
リ
ー
ズ
『
現
代
の
織
』
の
三
回

目
で
す
。
今
年
度
は
、
織
り
の
構
造
そ

の
も
の
を
表
現
に
取
り
込
ん
だ
斬
新
な

作
品
を
発
表
し
続
け
て
い
る
朝
倉
美
津

子
（
１
９
５
０
〜
）
の
制
作
を
取
り
上

げ
ま
す
。

②
熊
野
古
道
な
か
へ
ち
美
術
館
の
開
館

20
周
年
を
記
念
し
て
、
旧
町
立
美
術
館

時
代
に
収
集
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
な

か
へ
ち
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
を
主
に
、
雑

賀
清
子
の
作
品
を
特
別
に
無
料
で
公
開

し
ま
す
。

☆
①
６
０
０
円
（
４
８
０
円
）
②
無
料

※
（　

）
内
は
20
名
以
上
の
団
体
割
引

料
金
で
す
。
学
生
及
び
18
歳
未
満
の
方

は
無
料
で
す
。
そ
の
他
、
観
覧
料
の
減

額
や
免
除
の
制
度
も
あ
り
ま
す
の
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
ト
ー
ク
】

☆
８
月
11
日
㊏
㊗
・
９
月
８
日
㊏

☆
い
ず
れ
も
14
時
〜

■
講
師　

朝
倉 

美
津
子 

さ
ん

☆
市
立
美
術
館
「
展
示
室
」

☆
観
覧
料
の
み
必
要

☆
◇
市
立
美
術
館

☆
０
７
３
９
（
２
４
）
３
７
７
０

◇
熊
野
古
道
な
か
へ
ち
美
術
館

☆
０
７
３
９
（
６
５
）
０
３
９
０

７
月
分
〜
２
０
１
９
年
６
月
分
の
国

民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
申

請
の
受
付
が
始
ま
り
ま
す

　

国
民
年
金
は
、
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
方
が
必
ず
加
入
（
厚
生
年
金
等
加
入

者
及
び
そ
の
扶
養
と
な
っ
て
い
る
配
偶

者
は
除
く
。）
し
、
保
険
料
の
納
付
を
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
未
納
の
場
合

は
、
老
齢
基
礎
年
金
や
障
害
基
礎
年
金

等
を
受
給
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

現
在
の
国
民
年
金
保
険
料
は
月
額

1
万
６
３
４
０
円
で
す
が
、
経
済
的
な

事
情
等
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
場
合
に
は
、
保
険
料
の
免
除
を
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
50
歳
未
満
の
方
に
は
納
付
猶

予
の
制
度
も
あ
り
ま
す
。
保
険
料
の
免

除
は
、
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
全

員
の
前
年
中
所
得
が
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の

基
準
額
以
下
で
あ
る
方
が
対
象
で
す
。

　

な
お
、
失
業
さ
れ
た
方
は
、
離
職
票

又
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
発
行
の
雇
用
保
険

受
給
資
格
者
証
等
が
あ
れ
ば
、
特
例
免

除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
申
請
期
間　

７
月
２
日
㊊
〜

※
過
年
度
分
は
、
原
則
届
出
日
の
２
年

１
か
月
前
ま
で
遡
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。

☆
◇
市
民
課 

庶
務
年
金
係

☎
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
５

◇
田
辺
年
金
事
務
所 

国
民
年
金
課

☎
０
７
３
９
（
２
４
）
０
４
３
２

集
団
検
診
を
受
け
て
、
健
康
づ
く
り

に
活
か
そ
う
！

☆
◇
胃
が
ん
検
診
あ
り　

８
月
26
日

㊐
、
９
月
11
日
㊋
、
30
日
㊐
、
10
月
17

日
㊌
、
11
月
３
日
㊏
㊗
、
平
成
31
年
１

月
26
日
㊏
、
27
日
㊐

◇
胃
が
ん
検
診
な
し　

８
月
25
日
㊏
、

９
月
12
日
㊌
、
10
月
１
日
㊊
、
11
月
４

日
㊐
、
平
成
31
年
２
月
２
日
㊏

☆
7
時
30
分
〜
9
時
30
分

☆
市
民
総
合
セ
ン
タ
ー
1
階
「
保
健
セ

ン
タ
ー
」

☆
事
前
に
検
診
日
程
と
検
診
項
目
の
申

込
み
が
必
要
で
す
。
定
員
に
な
り
次
第

受
付
を
締
め
切
り
ま
す
の
で
、
お
早
め

に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
受

診
の
際
に
は
、
各
受
診
券
又
は
ク
ー
ポ

ン
券
（
対
象
者
）
が
必
要
で
す
。
紛
失

さ
れ
た
場
合
は
、
再
発
行
で
き
ま
す
。

検
診
の
内
容
や
対
象
、
自
己
負
担
金
等

に
つ
い
て
は
、
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

☆
健
康
増
進
課 

健
康
管
理
係

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
１

▲雑賀 清子《あじさい》 ▲朝倉 美津子《躍動》
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休日急患診療

主な電話番号等

■田辺市役所　〒 646-8545 新屋敷町 1
☎ 0739-22-5300 ㈹　　0739-22-5310
■市民総合センター　〒646-0028高雄一丁目23-1
☎ 0739-26-4900 ㈹　　0739-26-4914
■龍神行政局　〒 645-0415 龍神村西 376
☎ 0739-78-0111 ㈹　　0739-78-0116
■中辺路行政局　〒646-1492 中辺路町栗栖川396-1
☎ 0739-64-0500 ㈹　　0739-64-0966
■大塔行政局　〒 646-1192 鮎川 2567-1
☎ 0739-48-0301 ㈹　　0739-49-0359
■本宮行政局　〒 647-1792 本宮町本宮 219
☎ 0735-42-0070 ㈹　　0735-42-0239
■市水道事業所　〒 646-0028 高雄三丁目 18-1
☎ 0739-24-0011 ㈹　　0739-24-7910
■市ごみ処理場　〒 646-0053 元町 2291-6
☎ 0739-24-6218 ㈹　　0739-24-4068

電話案内サービス

■防災行政テレフォンガイド　☎ 0120-963-910
■救急安心センター　☎＃ 7119
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「Q助」

　田辺広域休日急患診療所（市民総合センター玄
関右側）
　内科、小児科系、歯科の応急診療
　　㊐㊗　9時～ 11 時 30 分、13 時～ 16 時
（※小児科のみ、㊏ 18時～21時30分も診療を行っ
ています。）
　☎ 0739-26-4909

短
期
集
中
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
で
、
い

き
い
き
元
気
に　

　

日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
の
通
所
型

サ
ー
ビ
ス
の
一
つ
と
し
て
、
短
期
間

（
6
か
月
間
）
で
集
中
的
に
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
に
取
り
組
む
介
護
予
防
の
た
め
の

短
期
集
中
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

　

年
齢
と
と
も
に
「
つ
ま
づ
き
や
す
く

な
っ
た
」、「
疲
れ
や
す
く
な
っ
た
」
と

い
っ
た
運
動
機
能
の
低
下
に
対
し
、
意

識
し
て
取
り
組
む
こ
と
で
、
よ
り
健
康

な
状
態
へ
と
改
善
さ
せ
る
た
め
の
も
の

で
す
。

■
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

①
マ
イ
ト
レ
教
室　

足
腰
を
鍛
え
る
運

動
や
栄
養
に
関
す
る
講
座
、
お
口
の
体

操
な
ど
、
総
合
的
に
体
力
を
改
善
す
る

た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
。

②
水
中
運
動
教
室　

水
中
の
浮
力
を

利
用
し
て
関
節
に
負
担
を
掛
け
ず
に
、

し
っ
か
り
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
で
き
る
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
す
。

☆
①
松
風
荘
・
た
き
の
里
・
や
す
ら
ぎ

荘
・
龍
の
里
・
龍
ト
ピ
ア
・
中
辺
路
福

祉
セ
ン
タ
ー
・
大
塔
ふ
く
し
会
館
・
本

宮
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

②
プ
レ
ジ
ー
ル

☆
◇
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
方

◇
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
な
い
方
で

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
ケ
ア
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
問
診
し
た
結
果
、
改
善

が
見
込
ま
れ
る
と
判
断
さ
れ
た
方

　

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、

ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
よ
る
ケ
ア
プ
ラ

ン
の
作
成
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
、

担
当
の
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

■
期
間　

週
1
回
（
６
か
月
間
）

■
送
迎
サ
ー
ビ
ス
（
無
料
）　

自
分
で

教
室
ま
で
通
う
こ
と
が
難
し
い
場
合

は
、
利
用
で
き
ま
す
。　

☆
や
す
ら
ぎ
対
策
課 

高
齢
福
祉
係　

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
１
０

  男 　35,204 人
  女 　39,497 人
  計 　74,701 人
世帯　35,392 世帯
出生　　　34 人（男 14 女 20）

市の人口
（平成 30年 5月末現在）

前月比
（-25）
（-27）
（-52）
（+19）

第
32
回
熊
野
古
道
清
姫
ま
つ
り
を
開

催
し
ま
す

☆
７
月
28
日
㊏

☆
18
時
〜　

※
少
雨
決
行 

（
予
備
日  

７
月
29
日
㊐
）

☆
中
辺
路
町
真
砂
（
河
原
）

☆
神
こ
も
る
熊
野
の
聖
地
「
中
辺
路
」。

平
安
の
昔
よ
り
「
蟻あ
り

の
熊
野
詣
」
と
い

わ
れ
る
ほ
ど
、
多
く
の
人
が
熊
野
を
目

指
し
ま
し
た
。
熊
野
詣
と
関
わ
り
が
深

く
、中
辺
路
に
古
く
か
ら
伝
わ
る「
清
姫
」

の
伝
説
が
今
年
も
夏
の
夜
に
よ
み
が
え

り
ま
す
。

　

ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン
ト
や
特
産
品
販
売

が
あ
り
ま
す
。
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、
清

小
規
模
な
飲
食
店
に
も
消
火
器
の
設

置
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す

☆
平
成
28
年
12
月
に
発
生
し
た
新
潟
県

糸
魚
川
市
の
大
規
模
火
災
を
受
け
て
、

こ
ん
ろ
火
災
に
お
け
る
初
期
消
火
の
必

要
性
が
重
要
視
さ
れ
、
消
防
法
令
が
改

正
さ
れ
ま
し
た
。

　

改
正
の
内
容
は
、
現
行
で
は
延
べ
面

積
が
１
５
０
㎡
以
上
の
飲
食
店
に
消
火

器
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
こ
ん
ろ
な

ど
の
火
気
を
使
用
す
る
設
備
等
を
用
い

る
飲
食
店
に
つ
い
て
は
、
延
べ
面
積
に

関
わ
ら
ず
消
火
器
の
設
置
が
義
務
付
け

ら
れ
ま
し
た
。

◇
消
火
器
の
設
置
を
要
し
な
い
飲
食
店

　

火
気
を
使
用
す
る
設
備
等
を
設
置
し

て
い
な
い
場
合
や
、
防
火
上
有
効
な
措

置
が
講
じ
ら
れ
た
設
備
又
は
機
器
の
み

を
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、
今
回
の
設
置

義
務
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
ま
す
。

◇
消
火
器
の
設
置
期
限

　

２
０
１
９
年
10
月
１
日
か
ら
消
火
器

の
設
置
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
の
で
、
そ

れ
ま
で
に
営
業
さ
れ
て
い
る
飲
食
店
に

つ
い
て
も
２
０
１
９
年
９
月
末
日
ま
で

に
設
置
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

☆
市
消
防
本
部 

予
防
課 

予
防
係

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
５
４

姫
情
炎
（
天
空
よ
り
火
炎
が
飛
来
）
か

ら
柱
松
へ
と
続
き
、
フ
ィ
ナ
ー
レ
は
富
田

川
の
水
面
を
照
ら
し
て
熊
野
三
千
六
百

峰
に
響
き
渡
る
打
ち
上
げ
花
火
で
す
。

☆
中
辺
路
町
観
光
協
会（
熊
野
古
道
館
内
）

☆
０
７
３
９
（
６
４
）
１
４
７
０

戦
争
の
悲
惨
さ
、
忘
れ
な
い
た
め
に

　

原
爆
が
投
下
さ
れ
た
広
島
市
と
長
崎

市
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
毎
年
８
月
６
日
８

時
15
分
、
８
月
９
日
11
時
２
分
に
、
原

爆
の
犠
牲
と
な
り
亡
く
な
ら
れ
た
方
々

の
ご
冥
福
と
世
界
の
恒
久
平
和
の
実
現

を
祈
念
し
て
、
平
和
の
鐘
を
合
図
に
１

分
間
の
黙
と
う
を
さ
さ
げ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
も
こ
の
趣
旨
に
賛
同
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
家
庭
・
職
場
・
地
域
で
、
黙

と
う
を
さ
さ
げ
ま
し
ょ
う
。

☆
総
務
課 

庶
務
係

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
１
６

労
働
に
関
す
る
相
談
窓
口
の
設
置
及

び
マ
タ
ハ
ラ
防
止
対
策
の
義
務
化
に

つ
い
て

【
和
歌
山
労
働
局
で
は
、
労
働
ト
ラ
ブ
ル

等
の
相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
ま
す
】

☆
解
雇
、賃
金
の
引
下
げ
、募
集
・
採
用
、

パ
ワ
ハ
ラ
な
ど
の
労
働
問
題
全
般
に
つ

い
て
、
電
話
や
面
接
で
の
労
働
相
談
を

行
っ
て
い
ま
す
。
労
働
者
、
事
業
主
ど

ち
ら
か
ら
の
相
談
も
お
受
け
し
ま
す
。

相
談
者
の
方
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護

に
配
慮
し
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に

最
寄
り
の
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
和
歌
山
労

働
局
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー
で
は
、

７
月
〜
12
月
の
間
「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
特

別
相
談
窓
口
」
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

☆
◇
和
歌
山
労
働
局
総
合
労
働
相
談

コ
ー
ナ
ー　

☆
０
７
３
（
４
８
８
）
１
０
２
０

◇
田
辺
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー　
　

☆
０
７
３
９
（
２
２
）
４
６
９
４

【
マ
タ
ハ
ラ
防
止
対
策
が
義
務
化
さ
れ

ま
し
た
】

☆
平
成
29
年
１
月
１
日
か
ら
、
妊
娠
・

出
産
、
育
児
休
業
等
に
関
す
る
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
防
止
措
置
を
講

じ
る
こ
と
が
事
業
主
に
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

上
司
や
同
僚
か
ら
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

を
受
け
て
お
悩
み
の
方
、
一
人
で
悩
ま

ず
に
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

妊
娠
・
出
産
を
理
由
と
し
た
不
利
益

取
扱
い
な
ど
に
関
す
る
相
談
対
応
を
始

め
、
妊
娠
・
出
産
を
し
な
が
ら
働
く
女

性
の
た
め
の
制
度
も
ご
紹
介
し
ま
す
。

☆
和
歌
山
労
働
局 

雇
用
環
境
・
均
等

室
（
和
歌
山
労
働
局
４
階
）

☆
０
７
３
（
４
８
８
）
１
１
７
０

Ｕ
タ
ー
ン
就
職
希
望
の
方
へ　
　
　

Ｕ
タ
ー
ン
フ
ェ
ア
i
n
田
辺
を
開

催
し
ま
す

☆
☆
８
月
11
日
㊏
㊗　

13
時
〜
16
時

☆
ガ
ー
デ
ン
ホ
テ
ル
ハ
ナ
ヨ
「
ア
リ
ー

ナ
会
場
」（
文
里
二
丁
目
36
―

40
）

☆
個
別
面
談
に
よ
る
企
業
内
容
の
説

明
、
田
辺
公
共
職
業
安
定
所
に
よ
る
就

職
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

　

今
年
度
は
初
め
て
ウ
ェ
ブ
面
接
を
実

施
し
ま
す
。
詳
し
く
は
左
記
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
昨

年
度
に
引
き
続
き
「
わ
か
や
ま
Ｉ
Ｔ
企

業
説
明
会
i
n
田
辺
」
も
同
時
開
催

さ
れ
ま
す
。

☆
県
外
に
在
住
す
る
和
歌
山
県
出
身
の

大
学
等
の
新
規
卒
業
予
定
者
、
一
般
Ｕ

タ
ー
ン
希
望
者

■
参
加
予
定
企
業　

約
40
社

☆
商
工
振
興
課 

商
工
労
政
係

☆
０
７
３
９
（
２
６)

９
９
７
０

☆http://w
w

w
.aikis.or.jp/~t-

cci/uturn/



相談日程等

有 料 広 告
１枠単独（縦 46mm × 横 85mm）

有 料 広 告
２枠連結（縦 46mm × 横 174mm）

　本紙（広報田辺）及び田辺市のホームページに掲載する有
料広告を募集しています。
　広告掲載を希望される方は、広告原稿を添えて掲載を希望
する月の２か月前の 20 日までにお申し込みください。詳し
くは、企画広報課 広聴広報係までお問い合わせください。
☎ 0739-26-9963　　http://www.city.tanabe.lg.jp/kikaku/koukoku-kouhou.html

広報紙・ホームページへ広告を載せてみませんか？

有 料 広 告 募 集 中 ！
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有料広告 広告主及び広告内容については、市が推奨等するものではありません。広告内容についてのお問合せは、直接広告主にお願いします。

親子健康カレンダー

編集後記

施設の予約

【生涯学習センター】
■貸室　11 室

（市民総合センター内の交流ホール・
会議室・料理実習室など）
☆平成 30年10月分は8/1㊌から予約可
☆生涯学習課 公民館係
☎ 0739-26-4925

7 月の納税等

■固定資産税・都市計画税…第 2 期分
■市県民税 給与特別徴収…6 月徴収分
■国民健康保険税 普通徴収…第 1 期分
■介護保険料 普通徴収…第 1 期分
■後期高齢者医療保険料 普通徴収…第 1 期分
※納期限後の納付は、督促手数料及び延滞金を加算する場合があります。

◇４か月児健診　7/6 ㊎＝田辺、19 ㊍＝龍神、24 ㊋＝田辺・中辺路、8/6 ㊊＝田辺
◇７か月児健診　7/10 ㊋＝田辺、19 ㊍＝龍神、24 ㊋＝中辺路、25 ㊌＝田辺、8/7 ㊋＝田辺
◇ 11か月児相談　7/3 ㊋＝田辺、19 ㊍＝龍神、24 ㊋＝中辺路、27 ㊎＝田辺、8/3 ㊎＝田辺
◇１歳６か月児健診　7/5 ㊍＝田辺、18 ㊌＝本宮・田辺、8/2 ㊍＝田辺、7 ㊋＝中辺路
◇２歳児相談　7/2 ㊊＝田辺、13 ㊎＝田辺、18 ㊌＝本宮、8/7 ㊋＝中辺路、9 ㊍＝田辺
◇３歳６か月児健診　7/12 ㊍＝田辺、17 ㊋＝田辺、18 ㊌＝本宮、8/1 ㊌＝田辺、7 ㊋＝中辺路
◇マタニティスクール　7/13 ㊎＝田辺、8/3 ㊎＝田辺
◇パパママ教室　7/29 ㊐＝田辺
　田辺…市民総合センター、龍神…龍神保健センター、中辺路…中辺路保健センター、大塔…大塔健康プラザ、
本宮…本宮保健福祉総合センター
　時間など、詳しくは、対象者に送付している通知をご覧いただくか、健康増進課母子保健係（☎ 0739-26-
4901）又は各行政局住民福祉課（☎ 23 ページ参照）までお問い合わせください。

▼特集の取材で空き家へ……▼写真撮影やインタビューなどの短時間で体のあちらこちらがかゆ
くなる▼蚊！▼空き家にしておくといいことがありませんね（ヤノマイ）

相談日（予約受付） 時間 相談場所等 問合せ
市民法律相談
（対象は市民の方で先
着8名。7/23のみ4名。
相談日の正午までに要
予約）

7/ 9 ㊊（7/ 3 ～）・木戸弁護士
7/17 ㊋（7/10 ～）・岡田弁護士
7/23 ㊊（7/18 ～）・鈴木弁護士※
8/ 6 ㊊（7/24 ～）・村上事務所
8/20 ㊊（8/ 7 ～）・倉谷弁護士

14 時～16 時の
うち、１人 15
分間（※ 7/23
は 14 時 30 分
～ 15 時 30 分）

社会福祉センター
3 階「相談室」

（本庁舎東隣 3 階）
※ 7/23 は大塔行
政局

自治振興課
市民生活係

（本庁舎 3 階）
☎ 0739-26-9911

市民相談 平日 8 時 30 分～
17 時 15 分 右記

行政相談

7/20 ㊎・中村恒夫 10 時～ 11 時 中辺路行政局

7/24 ㊋・那須正治
　　　　（☎ 090-4640-3142） 13 時～ 15 時 社会福祉センター

3 階「相談室」

7/24 ㊋・折戸富子 13 時～ 15 時 本宮行政局

7/25 ㊌・佐田俊知 13 時～ 15 時 大塔行政局

8/ 3 ㊎・松本淳 13 時 30 分～
15 時 30 分 龍神行政局

消費生活相談 ㊊㊋㊍㊎・消費生活相談員 13 時～ 16 時
自治振興課 市民生活係（本庁舎 3 階）
◇相談専用　☎ 0739-34-2460
消費者ホットライン　☎ 188

人権・登記・相続相談
（人権相談は平日に対
応。登記相談は事前に
要問合せ。法務局でも
相談可）

① 7/17 ㊋・人権擁護委員、法務
局員
② 8/ 3 ㊎・人権擁護委員、法務
局員

13 時 30 分～
15 時 30 分
※ 受 付 は 15
時まで

①本宮行政局
②龍神行政局

法務局 田辺支局
（文里一丁目 11-9）

☎ 0739-22-0698

女性電話相談 平日・女性相談員 9 時～ 12 時 ◇相談専用　☎ 0739-26-4919

生活相談
（生活困窮者自立支援）平日・相談支援員 8 時 30 分～

17 時
生活相談センター（市民総合センター1階）
☎ 0739-33-7641

愛あい子育て相談 平日 8 時 30 分～
17 時 15 分

地域子育て支援センター愛あい
（もとまち保育所内）☎ 0739-22-9285
※「愛あいルーム」での面接相談可

家庭児童相談 平日 8 時 30 分～
17 時

家庭児童相談室（市民総合センター1階）
☎ 0739-26-4926

介護相談 平日 8 時 30 分～
17 時 15 分

やすらぎ対策課 地域包括支援センター係
（市民総合センター1階）
☎ 0739-26-9906
※認知症については、第 1㊌ 10 時～ 12
時に「よりみちサロンいおり」でも相談可

ひきこもり相談
（窓口に来られる場合
は要予約）

平日 8 時 30 分～
17 時 15 分

健康増進課 健康管理係
☎ 0739-26-4901
◇相談専用　☎ 0739-26-4933
☆ shc@city.tanabe.lg.jp

妊娠期から出産、子育
て相談
（原則、就学前まで）

平日
※㊍は助産師による相談可

8 時 30 分～
17 時 15 分

母子健康包括支援センター「たなっこ」
（市民総合センター 2 階）
◇相談専用　☎ 0739-33-7115
☆ kenkou@city.tanabe.lg.jp

いじめホットライン 平日 9 時～ 16 時
◇相談専用　☎ 0739-26-3224
◇いじめ相談ダイレクトメール
☆ ijime110@city.tanabe.lg.jp

不登校 ･いじめ ･教育
相談 平日 9 時～ 16 時 教育研究所（本庁舎北隣 2 階）

☎ 0739-25-1511
外国人相談（English）
（事前に要問合せ）

①㊊～㊍
②㊎

① 9 時～ 17 時
② 9 時～ 12 時 国際交流センター　☎ 0739-33-9019
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ALOHA！ 
国際交流員の
ジェンです♪
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　　防災コラム備えて
安心！

たなべスマイル　　　　　　　たなべ散歩ほの
ぼのジェンの

　　　　　　高校生レポーター青春キラリ！
☆

　日本は山地が多く、常に土砂災害の危険性を
はらんでいます。平成 26 年 8 月に広島県広島
市で発生した土砂災害や、今年 4月に発生した
大分県中津市での土砂災害は記憶に新しいとこ
ろです。市も、市域の約 90％が山林となってお
り、平成 23 年 9月、台風第 12 号の際に至る所
で土砂災害が発生し、大きな被害を受けました。
　梅雨に入り、また、夏から秋にかけて台風の
季節がやってきます。この時期は、長雨や短時
間での集中豪雨が発生しやすく、それにより地
盤が柔らかくなり、斜面が崩れるなどの土砂災
害発生の危険性が高まります。

第 50 回　土砂災害

　土砂災害は、1時間で降水量が 20㎜以上の強
い雨が降ったとき、降り始めてからの降水量が
100㎜以上となったときに発生しやすくなると
言われていますので、雨の降り方に注意を払う
必要があります。気象庁から大雨による土砂災
害の危険度の高まりについて、インターネット
で情報発信されていますので、ご活用ください。
【気象庁：土砂災害警戒判定メッシュ情報】
★ https://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/

第 28回　梅もぎと梅シロップ作り体験

　今回、田辺第一小学校の 3年生の児童たちと秋津川で、全国で
も有名な紀州南高梅の梅もぎ体験をしました。市の梅振興室の方
が梅のもぎ取り方を教えてくれました。梅シロップを作るために一
人 500ｇずつの梅をもぎ取り、子供たちは元気いっぱい一生懸命大
きい梅を探して、木の枝から優しくもぎ取っていました。梅の木は
何年もかけて大事に育てられ、愛情がたっぷり入った梅が出来るこ
とを子供たちは理解し、うれしそうに見せてくれました。笑顔いっ
ぱいの子供たちと一緒に梅もぎをするのがとても楽しかったです。
　その後は皆で梅シロップを作りました。簡単に作れたので、皆
でびっくりしました。梅にはたくさんの食べ方があると教えても
らいながら、梅ジャムと梅ジュースの試食をさせてもらいました。
さっぱりして美味しかったです。最後には子供たちが梅について
たくさん質問をし、皆が梅に興味あるのを見てうれしかったです。
　梅は市の名物なので、子供たちが梅のことを学び、梅もぎを楽しみ
ながら体験し、作業の大変さと梅の大事さを知るのは大切だと思いま
した。暑い時期に梅を食べるのは健康にいいので、梅を作ってくれて
いる農家の方たちに皆感謝の気持ちを持ってもらいたいと感じました。

　龍神村には、今年で20周年を迎えたカフェがあります。お母さんと娘
さんの2人で親子経営をされており、お父さんが作る野菜も料理に使わ
れています。手料理についてお母さんは「高級な料理はどこにでもありま
す。そうではなくて“おふくろの味”を目指しているんです」と語りました。
こだわりの家庭的な料理が、龍神村の方々だけでなく、観光客や仕事で
立ち寄った方々にも人気がある秘訣だと思いました。また、店内の雰囲気
も魅力的です。店のシンボルである樫の大木を始め、家具にも使われて
いる木々のほとんどが龍神産なのです。このカフェで自然を身近に感じる
ことが出来るのは、地元の愛がたくさん詰まっているからだと感じました。
　龍神村は人と人との距離が近く、そこには常に安心感があります。
緩やかで穏やかな龍

たつじん

神のカフェは、お客さんにとって居場所のような
役割を果たしているに違いありません。

大島 寛太 さん
長野

家具職人

龍神（たつじん）のカフェ
写真・文　南部高校龍神分校　千葉 果歩

どんどん難しいことに
チャレンジしていきたい

　出身は、北海道です。田辺市に来るまでは愛
知県や岐阜県などいろいろ行っていましたが、
結婚を機に田辺市へやってきました。
　家具職人を始めたのは、生涯続けることがで
き、成熟していける仕事だと思ったからです。
木材の持つ美しさや強さを、人の生活の道具へ
と形作るこの仕事に巡り会えて幸せです。
　一番大変なのはデザインをしているとき。ア
イデアを出す自分、批評する自分など何人かの
自分が意見を出します。それが大変な反面、面
白く、やりがいを感じる作業でもあります。今
は個人注文を受注できていませんが、秋には
ホームページを開設し、製品を紹介予定なので
ご覧いただけたらと思います。
　個人で仕事をしている分、細やかな対応がで
きる、自由に発想できることが強みかなと思い
ます。価値観やイメージ、思い描く未来を共有
できる仲間と、面白いことができたら最高だ
なぁと願っています。
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我が家の愛ドル ～    月生まれ～

　　　子育てクラブすく
すく

図書館へ行こうた
な
べ
方
言
事
典

ひとことコラム

お子さんと一緒に
おはなしのコーナー

司書のおすすめ！ 新着図書

※移動図書館の運行日時は、下記へお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
☆ 市立図書館　☎ 0739-22-0697　☆ http://www.city.tanabe.lg.jp/tosho/index.html

休館日 開館時間
本館＝㊋～㊏ 9 時 30分～ 19時 30分
　　 ㊐・㊗ 9 時 30 分～ 18 時
分室＝ 9時～ 17 時
※龍神分室は、㊋～㊎ 20 時まで時
間延長あり。
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　虫刺されは、刺される前の予防が肝心です。
子供の皮膚はとても繊細で、放っておくと「とび
ひ」や、かきすぎて硬い「できもの」になったり、
傷口が色素沈着して黒ずみが残る場合もありま
す。まずは予防とまめなケア、少しでも悪化した
と感じたらすぐに医療機関を受診しましょう。
■虫刺されの正しい予防法
①服装に注意　一番大切なのは、肌を極力露出
しないことです。蚊は汗の臭いにつられてくる
ので、汗をかいたらこまめに拭きましょう。
②ハーブで予防　一般的にレモングラス・ロー
ズマリー・ラベンダーなどが効果的と言われて

第 59回　虫刺され予防

います。人に害がなく安全ですが、虫に対して
効果は弱めです。
③虫よけで予防　肌に吹き付けるスプレーやク
リーム等、どのタイプも子供が直接成分を吸い
込まないように注意しましょう。
■夏のお出掛けに便利な「凍らせたペットボトル」
　ペットボトルに半分水を入れて凍らせてお
き、お出かけ前に水を半分足して持っていきま
しょう。水は傷口を洗い流すことに、凍ってい
る部分は冷やすことに使います。
　この夏、虫に刺されず、快適な日々を送れま
すように。

健康増進課
母子保健係
岡本 靖子

7

本館＝毎週㊊、7/17㊋（祝日振替）、7/26㊍（整理日）
龍神分室＝第 1･3㊏、第 1･3･5㊐、7/16㊊㊗
中辺路分室＝毎週㊐、7/16㊊㊗
大塔分室＝第 1･2･3㊏、毎週㊐、7/16㊊㊗
本宮分室＝毎週㊏㊐、7/16㊊㊗

　七夕の行事は、7月に行う所や、旧暦にちな
んで 8月に行う所もありますが、この時期の伝
統行事として、現在まで脈々と続いています。
元々は、中国の行事であった七夕が奈良時代に
伝わり、日本にあった「たなばたつめ」の伝説
と合わさって生まれたとされています。図書館
には、絵本・物語・紙芝居もそろっていますの
で、是非お越しください。（雄）

★おはなし会
絵本の読み聞かせや紙芝居など（対
象：4歳くらいから）
本館＝ 7/1・8・15・22・29、8/5 全㊐（11
時～）
中辺路分室＝ 7/21㊏（10 時 30 分～）
大塔分室＝ 7/28㊏（10 時 30 分～）

★おはなしのじかん
おはなしやわらべうたなど（対象：
小学生以上）
本館＝ 7/7㊏、8/4㊏（11 時～）

★おはなしタイム
おはなしや絵本の読み聞かせなど（対
象：4歳くらいから）
本館＝ 7/14･21･28㊏（11 時～）

★ひよこタイム
絵本の読み聞かせやわらべうたあそ
びなど（対象：0～ 2歳くらい）
本館＝ 7/18㊌（11 時～）

★こぐまタイム
絵本の読み聞かせやわらべうたあそ
びなど（対象：2～ 3歳くらい）
本館＝ 7/18㊌（11 時 30 分～）

★オウマガドキのおはなし会
夏の夜に聞きたいこわ～いおはなし
や紙芝居など（対象：小学生以上）
本館＝ 8/1㊌（17 時～）

日本懐かし駅舎大全
著／二村　高史
発行／辰巳出版
　懐かしの駅をテーマに、昭
和時代に撮影された数々の駅
を、ターミナル駅・秘境駅・
終着駅・観光駅に分けて、分
りやすく紹介する。

さとやまさん
文／工藤　直子
写真／今森　光彦
発行／アリス館
　人と自然が寄り添って一緒
に作り上げた「さとやま」。「さ
とやまさん」に会いに行こ
う！

お
っ
ち
い

お
そ
ろ
し
い
（
幼
児
語
）

広報発行月に誕生日を迎えるお子さん（就学前まで）の写真を募集しています。氏名、住所、生年月日、電話番号、
簡単なコメント（50字まで）を添えてください。8月生まれのお子さんの締切りは、7月10日㊋です。掲載で
きる枠に限りがありますので、先着順とさせていただきます。ご了承ください。
■宛先　〒 646-8545 新屋敷町１　企画広報課 広聴広報係　　 kikaku@city.tanabe.lg.jp

りっくんお誕生日おめでとう！ 
おもちゃを鳴らせたらドヤ顔し
てくるのが可愛いよ♡ 
すくすく成長してね♪ 

パパ、ママより

松葉　律
りつき

葵ちゃん（1歳）

優しくたくましい子になってね!!
父母より

堅田　裕
ゆうま

満ちゃん（6歳）
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みんなの彩時記

　6月 5日㊋、東京の大田市場で翌日の「梅の日」
に合わせて、市場関係者に梅のアピールをしま
した。また、首相官邸へ梅の贈呈や、6日㊌には
本宮大社や京都の賀茂神社に梅を奉納しました。

　5 月 26 日㊏・27 日㊐、「関大・さかい ECO
ベンチャークラブ」の受入れがあり、堺市の子
供たちが関西大学の学生と一緒にジャム作り
や、天神崎での自然観察などを行いました。

6 月 16 日㊏、田辺スポーツパークで第 2 回
ニュースポーツ教室「ノルディックウォーキン
グ」が行われ、ストックを両手に持ち、4.2㎞
のコースを 1時間ほど歩きました。

　6月2日㊏、旧伏菟野小学校で「伏菟野ほたる
観賞の夕べ」が開催されました。食品販売や金魚
すくい・花苗の販売、マジックショーなどがあり、
大勢の人でにぎわいました。
　蛍が多く飛び交い始めたのは、20 時頃。淡い
光が点滅を始めると周囲からは歓声が上がり、間
近で観察したり写真を撮ったりと、全員がその光
景を楽しみました。訪れた男性は「去年より多く
飛んでいたと思う。幻想的な気持ちになれて良
かった」と話してくれました。

　6 月 10 日㊐、「高野山・龍神温泉ウルトラマラ
ソン 2018」が開催されました。
　388 名参加の 50㎞の部と 419 名参加の 100㎞の
部に分かれ、それぞれ龍神村と高野町をスタート。
ゴールの高野山大学を目指して、日本一高低差の
激しいと言われるコースを駆け抜けました。
　また、前日の 9日㊏には宵宮祭が各スタート地
で開催。和太鼓の歓迎演奏から始まり、特産品で
のおもてなしなど、会場では、選手同士の交流や
地元の方との交流でにぎわいました。

ゴールを目指し
過酷なコースを力走！ 　6月 1日㊎、たなべ未来創造塾修了生や市内

事業者によるプロジェクトチーム「Boku Moku」
が、虫食い材である「あかね材」を活用したテー
ブル第 1号を市長室に納入しました。

　6月 2 日㊏に田辺湾クリーン作戦、6月 3 日
㊐に大塔クリーン作戦が行われました。暑い中
での作業でしたが、多くの方が参加し、合計
11,100kg のごみを回収することができました。

淡い光が飛び交う
幻想的な夜……♪
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